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牒
と
咨
の
あ
い
だ

高
麗
王
と
元
中
書
省
の
往
復
文
書

森

平

雅

彦

一

は
じ
め
に

朝
鮮
半
島
の
高
麗
王
朝
（
九
一
八
〜
一
三
九
二
）
は
、
一
三
世
紀
後
半
か
ら
一
四
世
紀
半
ば
に
か
け
て
元
（
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
）
に

臣
属
し
た
。
大
陸
の
王
朝
に
対
し
て
高
麗
が
い
わ
ゆ
る
事
大
外
交
の
形
式
を
と
る
こ
と
自
体
は
、
さ
し
て
特
別
な
こ
と
で
は
な
い
。

し
か
し
高
麗
独
自
の
国
家
経
営
が
実
質
的
な
レ
ベ
ル
で
は
と
く
に
損
な
わ
れ
な
か
っ
た
他
の
時
代
と
く
ら
べ
た
場
合
、
元
と
の
関
係

に
お
い
て
は
、
そ
の
政
治
的
干
渉
が
非
常
に
つ
よ
く
、
直
接
的
か
つ
持
続
的
に
お
よ
ぼ
さ
れ
た
点
に
大
き
な
特
色
が
あ
る
。
こ
う
し

た
時
代
状
況
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
本
稿
で
は
、
こ
の
間
、
元
の
最
高
官
府
で
あ
る
中
書
省
と
高
麗
国
王
と
の
あ
い
だ
で
や
り
と
り
（
行

移
）
さ
れ
た
公
文
書
の
形
式
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

従
来
、
高
麗
の
対
元
国
家
関
係
を
規
定
す
る
制
度
や
慣
例
に
関
し
て
は
、
あ
と
で
ふ
れ
る
征
東
行
省
の
ほ
か
、
通
婚
関
係
、
モ
ン

ゴ
ル
投
下
・
分
封
制
と
の
関
連
、
ト
ゥ
ル
カ
ク
（
質
子
）
の
送
遣
や
ケ
シ
ク
（
宿
衛
）
へ
の
参
入
を
め
ぐ
る
問
題
、
冊
封
関
係
、
宗

教
秩
序
、
在
来
王
朝
体
制
の
保
全
問
題
な
ど
に
つ
い
て
検
討
が
く
わ
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
上
記
の
よ
う
な
文
書
形
式
に
関
し
て

は
、
元＝

モ
ン
ゴ
ル
帝
国
史
研
究
に
お
い
て
文
書
制
度
が
支
配
・
統
合
の
関
鍵
と
し
て
様
々
な
角
度
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
る
の
に
対

九
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し
、
ま
っ
た
く
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
。
も
と
よ
り
君
主
間
で
交
わ
さ
れ
る
モ
ン
ゴ
ル
皇
帝
の
聖
旨
（
ジ
ャ
ル
リ
ク
）

と
高
麗
王
の
表
文
が
有
す
る
基
本
的
重
要
性
と
象
徴
性
に
く
ら
べ
、
高
麗
王
｜
元
中
書
省
間
の
往
復
文
書
は
、
下
位
レ
ベ
ル
の
実
務

的
な
性
格
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
高
麗
王
が
他
国
の
官
府
と
直
接
文
書
を
や
り
と
り
す
る
こ
と
自
体
、
モ
ン
ゴ
ル
が
登
場
す

る
以
前
に
は
み
ら
れ
な
い
か
、
少
な
く
と
も
表
に
あ
ら
わ
れ
な
い
現
象
で
あ
り
、
そ
の
制
度
・
運
用
上
の
特
色
は
、
両
国
の
複
雑
な

関
係
を
体
系
的
に
理
解
す
る
う
え
で
看
過
で
き
な
い
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
元
に
つ
づ
く
明
と
、
そ
の
冊
封
を
う
け
た
朝
鮮
・
琉
球
や
日
本
の
室
町
政
権
な
ど
と
の
あ
い
だ
で
は
、
首
長
間
で
交

わ
さ
れ
る
詔
勅
や
表
文
と
は
別
に
、
中
国
側
の
中
書
省
や
礼
部
を
は
じ
め
と
す
る
高
級
官
府
と
、
冊
封
を
う
け
た
〞
国
王

と
の
あ

い
だ
で
、
咨
と
い
う
文
書
が
や
り
と
り
さ
れ
、
か
か
る
形
式
が
清
代
に
も
継
受
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
咨
と
は
、
当
時
二

品
以
上
の
同
格
の
高
級
官
府
・
官
人
間
で
や
り
と
り
さ
れ
た
公
文
書
の
形
式
で
あ
り
、
明
代
の
外
交
に
お
け
る
使
用
を
め
ぐ
っ
て
、

如
上
の
被
冊
封
者
が
中
国
の
正
二
品
官
相
当
と
み
な
さ
れ
た
と
の
見
解
も
し
め
さ
れ
て

１
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
書
式
は
、
宋
・

遼
・
金
や
そ
れ
以
前
の
外
交
文
書
に
は
み
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
成
立
過
程
が
あ
ら
た
め
て
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
私
見
に
よ
れ
ば
、
そ
の
際
、
ほ
か
な
ら
ぬ
高
麗
王
と
元
中
書
省
の
往
復
文
書
が
、
そ
の
史
的
前
提
と
な
っ
た
可
能
性
が

え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
行
論
の
帰
結
と
し
て
、
咨
式
外
交
文
書
の
成
立
問
題
に
つ
い
て
ふ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。

た
だ
し
文
書
形
式
の
検
討
と
い
い
な
が
ら
、
関
係
文
書
の
実
物
は
お
ろ
か
、
ま
が
り
な
り
に
も
テ
キ
ス
ト
の
全
容
を
伝
え
る
写
し

な
ど
も
な
き
に
ひ
と
し
い
。
断
片
的
・
間
接
的
な
情
報
を
も
と
に
推
論
を
か
さ
ね
た
の
み
で
、
到
底
試
案
の
域
を
で
る
も
の
で
は
な

い
が
、
大
方
の
叱
正
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。

牒
と
咨
の
あ
い
だ
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二

牒
式
文
書

高
麗
が
モ
ン
ゴ
ル
と
は
じ
め
て
接
触
し
た
の
は
一
二
一
八
年
の
こ
と
で
、
一
二
三
一
年
よ
り
約
三
〇
年
間
の
長
き
に
わ
た
り
、
モ

ン
ゴ
ル
軍
の
侵
攻
が
く
り
か
え
さ
れ
た
。
こ
の
交
戦
期
に
お
け
る
両
国
交
渉
で
は
、
モ
ン
ゴ
ル
皇
帝
の
「
詔
」
と
こ
れ
に
対
す
る
高

麗
王
の
「
表
」
が
交
わ
さ
れ
た
が
、
そ
れ
以
外
に
も
モ
ン
ゴ
ル
側
の
侵
攻
軍
指
揮
官
や
そ
の
他
の
官
人
と
、
高
麗
側
と
の
あ
い
だ
で

文
書
が
交
わ
さ
れ
た
。

紙
幅
の
都
合
に
よ
り
、
こ
こ
で
は
結
論
を
略
述
す
る
に
と
ど
め
、
具
体
例
は
別
の
機
会
に
提
示
す
る
が
、
こ
の
う
ち
モ
ン
ゴ
ル
人

官
人
の
文
書
に
つ
い
て
は
、
断
片
的
な
史
料
例
を
み
る
か
ぎ
り
、
主
と
し
て
、
白
話
風
の
語
彙
を
用
い
た
い
わ
ゆ
る
モ
ン
ゴ
ル
文
直

訳
体
の
漢
文
で
書
か
れ
た
ら
し
い
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
、〞
モ
ン
ゴ
ル
語
正
本

の
存
在
も
推
定
さ
れ
て

２
い
る
。
ま
た「
長
生
天
気
力
、

蒙
古
大
朝
国
皇
帝

マ
マ

福
蔭
裏
」（
と
こ
し
え
の
天
の
力（
の
も
と
に
）、
蒙
古
大
朝
国
皇
帝
の
威
福
の
も
と
に
）な
ど
の
モ
ン
ゴ
ル
命
令
文

特
有
の
冒
頭
定
型
句
を
用
い
る
場
合
も
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

一
方
、
高
麗
側
の
文
書
を
み
る
と
、
モ
ン
ゴ
ル
側
文
書
の
引
用
を
の
ぞ
く
地
の
文
は
、
い
ず
れ
も
雅
文
漢
文
で
つ
づ
ら
れ
て
い
る
。

「
令
公
」宛
て
に
送
ら
れ
て
き
た
書
状
に
対
し
王
族
名
義
で
返
信
し
た
一
例
を
の
ぞ
け
ば
、
多
く
の
場
合
に
つ
い
て
、
王
の
一
人
称
が

「
我
」「
予
」
な
ど
と
み
え
て
お
り
、
ま
た
は
発
信
主
体
が
「
王
」
と
明
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
基
本
的
に
国
王
名
義
で
書
か
れ
た
ら
し

い
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
う
ち
書
式
が
わ
か
る
も
の
に
つ
い
て
は
、「
某
啓
」
ま
た
は
「
右
啓
」
と
書
き
出
し
、「
謹
啓
」
と
結

ぶ
、
い
わ
ゆ
る
啓
の
書
式
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

唐
制
、
啓
は
皇
太
子
や
所
属
官
府
の
長
に
対
す
る
上
行
文
書
と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
一
般
官
人
同
士
の
上
行
文
書
と
し
て
、
ま

た
私
人
間
に
お
い
て
吉
凶
の
あ
い
さ
つ
や
起
居
を
通
じ
る
場
合
そ
の
他
の
書
簡
文
と
し
て
、
ひ
ろ
く
用
い
ら

３
れ
た
。
外
交
に
お
け
る

啓
の
使
用
は
、
こ
う
し
た
丁
寧
の
意
を
あ
ら
わ
す
個
人
間
の
通
信
文
と
し
て
の
性
格
を
応
用
し
た
も
の
と

え
ら
れ
、
渤
海
王
が
対

牒
と
咨
の
あ
い
だ

九
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日
国
書
に
用
い
た
例
が
有
名
だ
が
、
日
本
に
対
し
て
臣
礼
を
避
け
つ
つ
も
辞
を
卑
く
し
て
友
好
関
係
を
結
ぼ
う
と
い
う
渤
海
側
の
意

図
が
指
摘
さ
れ
て

４
い
る
。
し
か
し
高
麗
王
が
外
国
の
一
官
人
に
対
し
て
親
書
を
送
る
の
は
き
わ
め
て
異
例
で
あ
る
。
宋
の
官
人
と
の

あ
い
だ
で
は
書
簡
の
往
復
が
あ
っ
た
形
跡
も
み
ら
れ

５
る
が
、朝
鮮
歴
代
王
朝
の
な
か
で
も
ひ
と
き
わ
自
尊
姿
勢
の
つ
よ
い
高

６
麗
王
が
、

当
時
夷
狄
視
し
て
い
た
モ
ン
ゴ
ル
の
官
人
に
対
し
て
啓
を
用
い
た
の
で
あ
る
か
ら
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
大
規
模
な
軍
事
侵
攻
を
む
か

え
て
、
国
王
み
ず
か
ら
低
姿
勢
を
し
め
し
て
交
渉
に
の
ぞ
み
、
危
機
を
打
開
し
よ
う
と
腐
心
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

一
二
六
〇
年
に
世
祖
ク
ビ
ラ
イ
の
政
権
（
元
）
が
発

７
足
し
、
高
麗
が
こ
れ
と
講
和
修
交
す
る
と
、
双
方
の
交
渉
窓
口
は
ひ
と
ま
ず

中
央
政
府
に
一
元
化
さ
れ
る
。
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
君
主
間
で
や
り
と
り
さ
れ
る
詔
と
表
が
交
渉
の
主
軸
と
な
り
、
元
の
官
府
・
官

人
と
高
麗
側
と
の
あ
い
だ
で
独
自
に
文
書
を
や
り
と
り
す
る
こ
と
は
、
私
交
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
基
本
的
に
抑
制
さ
れ
た
ら
し

８い
。
わ
ず
か
な
例
外
を
の
ぞ
き
、
史
料
例
が
確
認
さ
れ
な
い
時
期
が
一
〇
年
ほ
ど
つ
づ
く
。
や
が
て
一
二
七
〇
年
に
高
麗
の
対
元
強

硬
派
で
あ
る
執
権
武
臣
が
排
除
さ
れ
、
高
麗
が
対
元
協
調
路
線
に
転
じ
る
と
、
日
本
遠
征
の
遂
行
な
ど
と
も
関
係
し
て
、
高
麗
に
対

す
る
元
側
の
指
示
・
介
入
が
強
化
さ
れ
る
。
す
る
と
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
高
麗
と
元
中
書
省
の
あ
い
だ
で
に
わ
か
に
文
書
の
や
り

と
り
が
発
生
、
増
加
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
最
初
期
、
一
二
七
〇
年
代
頃
の
事
例
は
、『
高
麗
史
』
世
家
や
『
高
麗
史
節
要
』
の
当
該
年
次
の
条
文
中
に
数
多
く
確
認
さ
れ

る
。
元
中
書
省
か
ら
の
文
書
は「
牒
」「
文
」「
省
旨
」な
ど
と
よ
ば
れ
て
い
る
が
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
具
体
的
な
宛
先
を
明
示
し
て

い
な
い
。
こ
の
う
ち
「
文
」
と
「
省
旨
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
が
特
定
の
書
式
を
表
す
術
語
な
の
か
否
か
、
史
書
に
の
こ
さ
れ
た
文

書
の
部
分
的
な
録
文
か
ら
は
直
接
判
断
が
つ
か
な
い
が
、
管
見
の
元
代
諸
文
献
に
照
ら
す
か
ぎ
り
、
ま
ず
そ
の
よ
う
に
は

え
に
く

い
。
そ
れ
ぞ
れ
単
な
る
〞
文
書

や
、〞
中
書
省
の
お
お
せ

を
意
味
す
る
一
般
的
な
用
語
と
み
て
お
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。
一
方
、

こ
れ
に
対
し
て
「
牒
」
は
、
ひ
ろ
く
公
文
書
一
般
を
意
味
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
元
に
お
け
る
特
定
の
書
式
を
さ
す
術
語
で
も
あ
る

の
で
、
注
意
を
要
す
る
。

牒
と
咨
の
あ
い
だ
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す
な
わ
ち
牒
式
文
書
は
、
唐
代
に
お
い
て
統
属
関
係
の
な
い
官
府
・
官
人
・
機
関
・
個
人
同
士
で
相
互
に
用
い
た
書
式
で
あ
り
、

日
本
の
律
令
国
家
に
も
継
受
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
ご
と
く
で
あ
る
。
南
宋
期
の
『
慶
元
条
法
事
類
』
巻
一
六
で
も
、
牒
を
統
属
関

係
の
な
い
官
府
間
で
相
互
に
用
い
る
文
書
と
規
定
し
、

内
外
官
府
、
非
相
統
摂
者
相
移
、
則
用
此
式
。〔
…
…
〕官
雖
統
摂
、
而
無
申
状
例
、
及
県
於
比
州
之
類
、
皆
曰
牒
上
、
於
所
轄

而
無
符
帖
例
者
、
則
曰
牒
某
司
或
某
官
、
並
不
闕
字
。

と
の
べ
て
い
る
が
（
…
…
は
省
略
、〔

〕
は
細
注
を
し
め
す
。
以
下
同
じ
）、
統
属
関
係
が
あ
る
官
府
間
で
も
、
申
・
状
・
符
・
帖
の

使
用
例
が
な
い
場
合
は
牒
を
用
い
る
と
し
て
い
る
。
同
様
な
規
定
は
北
宋
・
司
馬
光
の
『
司
馬
氏
書
儀
』
巻
一
・
公
文
・
牒
式
に
も

右
門
下
・
中
書
・
尚
書
省
以
本
省
、
枢
密
院
以
本
院
事
相
移
〔
並
謂
非
被
受
者
〕、
及
内
外
官
司
、
非
相
管
隷
者
相
移
、
並
用
此

式
。
諸
司
補
牒
亦
同
、
惟
於
年
月
日
下
、
書
書
令
史
名
、
辞
末
云
故
牒
。
官
雖
統
摂
、
而
無
状
例
、
及
県
於
比
州
之
類
、
皆
曰

牒
上
〔
寺
監
於
御
史
台
・
秘
書
・
殿
中
省
、
准
此
〕、
於
所
轄
而
無
符
帖
例
者
、
則
曰
牒
某
司
、
不
闕
字
〔
尚
書
省
於
御
史
台
・

秘
書
・
殿
中
省
、
及
諸
司
於
台
省
、
台
省
・
寺
監
於
諸
路
諸
州
、
亦
准
此
、
其
門
下
・
中
書
省
・
枢
密
院
於
省
内
諸
司
・
台
省
・

寺
監
官
司
、
辞
末
云
故
牒
、
尚
書
省
於
省
内
諸
司
、
准
此
〕

と
み
え
る
が
、
こ
こ
で
は
さ
ら
に
、
門
下
省
・
中
書
省
・
尚
書
省
・
枢
密
院
が
省
事
・
院
事
を
相
互
に
通
達
す
る
に
あ
た
っ
て
用
い

る
こ
と
を
の
べ
て
い
る
。
制
度
の
詳
細
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
金
に
つ
い
て
も
寺
観
に
あ
て
た
尚
書
礼
部
牒
の
存
在
が
石
刻
資
料
に

伝
え
ら
れ
て

９
い
る
。

元
の
牒
式
文
書
も
基
本
的
に
唐
・
宋
以
来
の
な
が
れ
を
う
け
つ
ぐ
も
の
と

え
ら
れ
る
。『
元
典
章
』
巻
一
四
・
吏
部
・
公
規
・
行

移
・
品
従
行
移
等
第
や
、
中
国
国
家
図
書
館
蔵
明
初
刻
本
の
劉
応
李
『
新
編
事
文
類
聚
翰
墨
全
書
』
甲
集
巻
五
・
諸
式
門
・
公
牘
諸

式
・
行
移
往
復
体
例
に
み
え
る
至
元
五
（
一
二
六
八
）
年
の
規
定
で
は
、
外
路
の
「
相
統
摂
せ
ざ
る
」
官
府
間
で
用
い
る
文
書
形
式

の
一
つ
に
牒
を
あ
げ
、
送
り
手
と
受
け
手
の
上
下
関
係
に
応
じ
て
平
牒
（
平
行
）、
今
故
牒
（
下
行
）、
牒
上
（
上
行
）、
牒
呈
上
（
上

牒
と
咨
の
あ
い
だ

九
七



行
だ
が
牒
上
よ
り
程
度
が
大
）
と
い
っ
た
違
い
を
の
べ
る
。

ま
た
田
中
謙
二
は
、『
元
典
章
』所
載
文
書
の
分
析
を
通
じ
て
、「
中
央
直
轄
地
域
以
外
い
わ
ゆ
る
外
路
の
、
多
く
は
三
品
官
庁
と
交

渉
を
も
つ
文
書
に
の
み
見
え
、
中
央
官
庁
と
交
渉
を
も
つ
文
書
に
は
ま
っ
た
く
用
い
ら
れ
て
い
な
い
」
と
し
、
三
品
同
士
の
場
合
、

管
掌
事
務
の
性
格
を
異
に
す
る
官
府
間
で
用
い
、
あ
る
い
は
、
三
品
官
府
に
隷
属
す
る
官
が
そ
の
官
府
に
提
出
す
る
と
い
う
傾
向
を

指
摘
し
て

10
い
る
。

た
だ
し
田
中
が
指
摘
す
る
傾
向
と
は
、
地
方
官
府
に
蓄
積
さ
れ
た
文
書
を
集
成
し
た
『
元
典
章
』
と
い
う

11
文
献
の
特
性
に
由
来
す

る
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
神
田
喜
一
郎
の

12
紹
介
で
知
ら
れ
る
呉
澄
（
一
二
四
九
〜
一
三
三
三
）
に
授
け
ら
れ
た
パ
ク
パ
字
漢

文
叙
任
状
（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
『
呉
文
正
公
集
』
所
載
）
を
み
る
と
、
計
一
一
点
の
文
書
録
文
の
う
ち
、
大
徳
四
（
一
三
〇
〇
）
年

閏
八
月
の
応
奉
翰
林
文
字
・
将
仕
佐
郎
・
同
知
制

・
兼
国
史
院
編
修
官
の
叙
任
状
、
大
徳
七
（
一
三
〇
三
）
年
一
一
月
の
将
仕
郎
・

江
西
等
処
儒
学
副
提
挙
の
叙
任
状
、
至
大
元
（
一
三
〇
八
）
年
一
〇
月
の
従
仕
郎
・
国
子
監
丞
の
叙
任
状
は
、
い
ず
れ
も
中
書
省
の

牒
（
今
故
牒
）
で
あ
る
。
正
確
に
い
う
と
、
勅
命
を
下
達
す
る
勅
牒
で
あ
っ
て
、
官
府
間
の
事
務
連
絡
に
用
い
る
牒
と
は
や
や
性
格

が
異
な
り
、
定
型
表
現
に
も
違
い
が
あ
る
が
、
広
義
に
お
い
て
牒
の
使
用
が
地
方
官
府
に
か
ぎ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ

よ
う
。
参

ま
で
に
一
例
を
漢
字
表
記
で
し
め
す
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
原
文
は
パ
ク
パ
字
の
表
記
法
に
よ
り
行
が
左
か
ら
右
に

す
す
む
。
な
お
「
印
」「
押
」
の
表
示
は
省
略
）。

皇

帝

聖

旨

裏
。

中

書

省

牒

将

仕

郎

前

江

西

等

処

儒

学

副

提

挙

呉

澄

牒
。
奉

勅
、

可

授

従

仕

郎

国

子

牒
と
咨
の
あ
い
だ

九
八



監

丞
。
牒

至

准

勅
。
故

牒
。

至

大

元

年

十

月

日
牒

中

奉

大

夫

中

書

参

知

政

事

中
奉
大
夫
中
書
参
知
政
事
烏
八
都
剌

資

善

大

夫

中

書

左

丞

栄

禄

大

夫

遥

授

平

章

政

事

左

丞

何

銀
青
栄
禄
大
夫
中
書
右
丞
波
羅
帖
木
児

栄

禄

大

夫

中

書

右

丞

波

羅

達

識

栄

禄

大

夫

中

書

平

章

政

事

特

進

中

書

平

章

政

事

光

禄

大

夫

中

書

平

章

政

事

開
府
儀
同
三
司
中
書
右
丞
相
行
中
書
平
章
政
事

開

府

儀

同

三

司

太

保

中

書

左

丞

相

開
府
儀
同
三
司
録
軍
国
重
事
中
書
右
丞
相

中

書

令

つ
づ
い
て
、
前
述
『
新
編
事
文
類
聚
翰
墨
全
書
』
公
牘
諸
式
に
収
め
ら
れ
た
「
平
牒
首
末
式
」
を
か
か
げ
て
、
元
代
に
お
け
る
平

牒
の
首
末
形
式
を
確
認
し
よ
う
。

皇
帝
聖
旨
裏
。
某
処
。
同
上
式
。
云
云
。
為
此

牒
と
咨
の
あ
い
だ

九
九



合
行
移
牒
。
請

照
験
施
行
。
須
至
牒
者
。

牒
具
如
前
。
事
須
牒

某

処

某

司

或

某

職

某

官
。

請

照

験
。

謹

牒
。

年

月

日

牒

某
官
員

姓

押

皇
帝
聖
旨
裏
」
は
呉
澄
の
叙
任
状
に
も
み
え
る
元
代
官
府
文
書
の
冒
頭
定
型
句
の
一
つ
で
、
モ
ン
ゴ
ル
語
で
はq

a
γ
a
n
u

ｖja
rliγ

iy
a
r

と
な
る
。
つ
づ
く
「
某
処
。
同
上
式
」
は
発
信
主
体
の
表
示
で
あ
り
、「
平
牒
首
末
式
」
の
前
に
か
か
げ
ら
れ
た
「
平
関

首
末
式
」
の
記
載
方
式
と
同
じ
く
「
某
処
某
司
。
或
職
行
称
某
官
某
職
」
と
記
す
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
し
て
「
為
此
」
以
下
が

結
び
の
文
言
と
な
る
。
た
だ
し
以
上
は
あ
く
ま
で
基
本
書
式
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
文
言
が
つ
ね
に
そ
っ
く
り
適
用
さ
れ
る
と
は
か
ぎ

ら
な
い
。

こ
こ
で
本
題
に
も
ど
る
と
、
当
初
、
元
中
書
省
が
高
麗
に
送
っ
た
文
書
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
こ
の
牒
式
文
書
の
存
在
が
う
か
が

わ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
高
麗
史
』
巻
二
九
・
忠
烈
王
世
家
・
六
（
一
二
八
〇
）
年
七
月
丁
卯
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
事
が
あ

る
（
引
用
史
料
の
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
。
以
下
同
じ
）。

中
書
省
牒
云
、
雙
城
民
戸
、
除
将
韓
信
等
三
戸
分
付
訖
外
、
徳
光
等
六
戸
、
縁
雙
城
勒
留
。
在
前
宴
帖
児
元
断
、

差
官
魏
文

愷
断
、
与
本
国
全
戸
三
十
・
隻
身
男
女
四
十
二
名
放
帰
、
而
後
分
付
徳
光
等
事
、
都
省
准
此
。
除
前
項
戸
計
、

付
開
元
等
路

宣
慰
使
、
行
下
雙
城
、
照
勘
呈
省
外
、
合
行
移
牒
。
請
照
験
、
即
将
徳
光
等
六
戸
、
分
付
施
行
。

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
当
時
元
が
直
轄
し
た
高
麗
東
北
辺
の
雙
城
総
管
府
の
民
戸
の
う
ち
高
麗
側
に
送
還
す
べ
き
住
民
に
関
し
て
、

牒
と
咨
の
あ
い
だ

一
〇
〇



一
二
八
〇
年
に
高
麗
に
送
ら
れ
た
元
中
書
省
の
「
牒
」
の
抄
録
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
さ
き
に
雙
城
の
民
戸
の
う
ち
韓
信
ら
三
戸
を

高
麗
に
分
付
し
た
際
、
徳
光
ら
六
戸
は
雙
城
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
元
側
の
宴
帖
児
と
高
麗
の
差
官
魏
文
愷
の
判
定
に
よ
り
、
高
麗
の

全
戸
三
〇
と
隻
身
の
男
女
四
二
名
と
と
も
に
本
国
に
送
還
し
た
う
え
で
徳
光
等
を
分
付
す
る
こ
と
を
、
都
省
（
中
書
省
）
は
許
可
し

た
。
そ
こ
で
前
項
の
戸
計
に
つ
い
て
は
、
開
元
等
路
宣
慰
使
に

付
を
送
り
、
雙
城
に
指
示
し
て
中
書
省
に
調
査
報
告
さ
せ
る
と
し

て
、
傍
線
部
の
ご
と
く
、「
合
に
移
牒
を
行
」
う
の
で
「
請
う
ら
く
は
照
験
」
し
て
徳
光
ら
六
戸
の
分
付
を
「
施
行
」
さ
れ
た
し
、
と

結
ぶ
。
こ
の
最
後
の
文
言
「
合
行
移
牒
。
請
照
験
…
…
施
行
」
は
、
あ
い
だ
に
通
達
内
容
を
挿
入
し
て
い
る
が
、
前
述
し
た
牒
式
文

書
の
「
合
行
移
牒
。
請
照
験
施
行
」
に
対
応
す
る
文
言
で
あ
り
、「
移
牒
」
と
は
こ
の
文
書
が
牒
式
で
あ
る
こ
と
を
し
め
す
語
で
あ
る
。

た
だ
し
右
の
事
例
で
は
牒
の
具
体
的
な
宛
先
が
必
ず
し
も
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
少
な
く
と
も
、
こ
の
こ
ろ
元
中
書
省
が

高
麗
王
に
宛
て
て
牒
式
文
書
を
用
い
て
い
た
こ
と
は
、『
高
麗
史
』
巻
二
九
・
忠
烈
王
世
家
・
六
（
一
二
八
〇
）
年
一
一
月
己
酉
の
つ

ぎ
の
よ
う
な
記
事
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

遣
右
承
旨
趙
仁
規
・
大
将
軍
印
侯
如
元
、
上
中
書
省
書
曰
、
…
…
今
有
行
省
文
字
、
云
右
咨
高
麗
国
王
、
封
云
到
国
王
開

。

審
、
中
書
省
行
来
文
字
、
字
謹
紙
厚
、
毎
牒
云
、
請
照
験
。
謹
牒
。
未
詳
、
行
省
文
字
、
是
何
体
例
。
予
忖
得
、
行
省
於
国

王
、
既
無
疑
忌
、
雖
咨
・
関
・

付
可
也
。
若
諸

馬
処
、
有
不
得
已
行
移
文
字
、
当
用
如
何
体
例
。
昔
禿
輦
哥
国
王
、
於
我

父
王
、
未
嘗
直
行
文
字
、
必
行
下
達
魯
花
赤
。
伏
望
、
定
奪
彼
此
往
還
文
字
格
式
回
示
。
…
…

す
な
わ
ち
、
さ
き
の
中
書
省
牒
の
送
付
か
ら
数
ヶ
月
後
に
高
麗
忠
烈
王
よ
り
元
中
書
省
に
提
出
さ
れ
た
「
上
書
」
書
中
に
王
の
一

人
称
が
「
予
」
と
あ
る
）
の
一
節
で
あ
る
。
こ
の
と
き
高
麗
王
に
送
ら
れ
た
元
の
行
省
（
征
東
行
省
）
の
文
書
形
式
（
次
節
で
詳
論
）

に
つ
い
て
王
が
疑
義
を
表
明
し
た
の
だ
が
、
従
前
の
通
例
に
つ
い
て
、「
中
書
省
が
送
っ
て
よ
こ
す
文
書
は
字
が
丁
寧
で
紙
は
厚
く
、

す
べ
て
の
牒
に
「
請
う
ら
く
は
照
験
せ
ら
れ
た
し
。
謹
み
て
牒
す
」
と
あ
る
」（
傍
線
部
）
と
の
べ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
高
麗

王
に
宛
て
た
文
書
の
形
式
を
問
題
と
す
る
文
脈
上
、
こ
こ
で
い
う
中
書
省
文
書
は
高
麗
王
に
対
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ

牒
と
咨
の
あ
い
だ

一
〇
一



れ
が
「
牒
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
は
た
し
て
そ
の
文
面
に
つ
ね
に
記
さ
れ
て
い
た
「
請
照
験
。
謹
牒
」
と
い
う
文
言
は
、

前
述
し
た
牒
式
文
書
の
結
び
の
部
分
に
一
致
し
、「
謹
牒
」
と
は
文
書
が
牒
式
で
あ
る
こ
と
を
し
め
す
語
で
あ
る
。

以
上
わ
ず
か
な
文
言
か
ら
の
推
定
だ
が
、
少
な
く
と
も
一
二
七
〇
年
以
降
、
一
二
八
〇
年
ま
で
の
間
、
元
中
書
省
は
高
麗
王
に
対

し
て
牒
式
文
書
を
使
用
す
る
の
が
通
例
だ
っ
た
と
み
ら

13
れ
る
。
と
す
る
と
、
高
麗
に
送
ら
れ
た
中
書
省
文
書
の
う
ち
、
宛
先
が
明
ら

か
で
な
い
牒
は
、
高
麗
王
宛
て
だ
っ
た
可
能
性
が
想
定
さ
れ
る
。
書
式
・
宛
先
と
も
明
ら
か
で
な
い
他
の
「
牒
」「
省
旨
」「
文
」
に
つ

い
て
も
、
そ
の
多
く
な
い
し
す
べ
て
が
高
麗
王
宛
て
の
牒
式
文
書
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
伝
え
ら
れ
た
牒
の
文
言
か
ら
推
す

か
ぎ
り
、
具
体
的
に
は
平
牒
か
こ
れ
に
近
い
書
式
が
用
い
ら
れ
た
ら
し
い
。
た
だ
こ
う
し
た
文
面
の
細
部
に
つ
い
て
は
、
時
期
的
な

変
化
や
例
外
が
あ
っ
た
可
能
性
を
想
定
し
て
お
く
必
要
も
あ
ろ
う
。

＊

そ
れ
で
は
元
中
書
省
は
、
な
に
ゆ
え
高
麗
王
に
対
し
て
牒
式
を
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
吟
味
す
る
に
は
、
当
時
の

元
に
お
け
る
高
麗
王
の
政
治
的
位
置
を
さ
ぐ
る
の
が
捷
径
で
あ
る
。

周
知
の
と
お
り
忠
烈
王
は
、
一
二
七
四
年
、
王
太
子
と
し
て
世
祖
ク
ビ
ラ
イ
の
公
主
に
尚
し
、
そ
の
直
後
に
即
位
し
た
。
こ
れ
に

よ
っ
て
忠
烈
王
は
ク
ビ
ラ
イ
の

馬
（
女

）
と
な
り
、
他
の
モ
ン
ゴ
ル
諸
王
・

馬
と
と
も
に
帝
国
の
最
上
層
部
を
構
成
す
る
王

侯
貴
族
の
一
員
と
し
て
、
し
か
る
べ
き
特
権
と
栄
誉
を
享
受
し
、
元
の
一
般
官
員
に
対
し
て
も
優
位
に
た
て
る
は
ず
だ
っ
た
。
と
こ

ろ
が
実
際
に
は
た
だ
ち
に
そ
の
よ
う
に
は
な
ら
ず
、
元
の
官
員
と
は
対
等
に
近
い
東
西
に
む
か
い
あ
う
座
次
で
会
見
し
、
ま
た
宴
席

で
王
が
行
酒
し
て
も
、
元
の
高
麗
駐
在
ダ
ル
ガ
チ
（
監
督
官
）
は
起
立
し
た
ま
ま
拝
礼
せ
ず
に
こ
れ
を
受
け
る
な
ど
、
先
代
と
同
じ

格
下
の
礼
式
に
あ
ま
ん
じ
て
い
た
の
で

14
あ
る
。
か
か
る
処
遇
の
背
景
を
よ
く
物
語
る
の
が
、
つ
ぎ
の
『
高
麗
史
節
要
』
巻
一
九
・
忠

烈
王
元
（
一
二
七
五
）
年
五
月
の
記
事
で
あ
る
。

王
聞
詔
使
来
、
出
迎
西
門
外
。
王
既
尚
主
、
雖
詔
使
、
未
嘗
出
城
而
迎
。
舌
人
金
台
如
元
、
省
官
語
之
曰
、

馬
王
不
迎
詔
使
、

牒
と
咨
の
あ
い
だ

一
〇
二



不
為
無
例
。
然
王
是
外
国
之
主
也
。
詔
書
至
、
不
可
不
迎
。
至
是
始
迎
之
。

忠
烈
王
は
、
は
じ
め
み
ず
か
ら
が

馬
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
詔
使
を
城
外
に
出
迎
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
元
は
、
そ
れ
が

馬

に
よ
る
詔
使
迎
接
礼
と
し
て
許
容
範
囲
で
あ
る
こ
と
を
み
と
め
な
が
ら
、
忠
烈
王
は
「
外
国
之
主
」
で
あ
る
ゆ
え
に
、
必
ず
詔
使
を

城
外
ま
で
出
迎
え
る
よ
う
に
要
求
し
た
。
す
な
わ
ち
当
時
の
高
麗
王
は
、
忠
烈
王
が
個
人
と
し
て
元
帝
室
の

馬
と
な
り
な
が
ら
、

元
の
内
部
構
成
員
と
は
一
定
に
区
別
さ
れ
る
外
国
君
主
と
し
て
の
立
場
が
な
お
優
先
さ
れ
る
状
態
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
忠
烈

王
は
元
側
と
交
渉
を
重
ね
、一
二
八
一
年
に
高
麗
王
と

馬
の
地
位
を
一
体
化
し
た

馬
高
麗
国
王
と
い
う
宣
命
を
授
か
っ
た
結
果
、

よ
う
や
く
高
麗
王
自
体
が

馬
と
し
て
遇
さ
れ
る
こ
と
に

15
な
る
。

一
二
七
〇
年
代
に
お
け
る
元
と
高
麗
王
の
関
係
が
以
上
の
ご
と
く
で
あ
れ
ば
、
元
中
書
省
が
高
麗
王
に
対
し
て
用
い
た
牒
と
い
う

書
式
は
、
同
王
の
外
国
君
主
と
し
て
の
立
場
に
対
応
す
る
礼
式
だ
っ
た
可
能
性
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
解
釈
が
妥
当
な
ら
ば
、

元
中
書
省
は
他
の
外
国
君
主
に
対
し
て
も

慎
重
に
い
え
ば
少
な
く
と
も
漢
文
文
書
を
送
る
場
合
は

牒
を
用
い
た
こ
と
に
な

る
が
、
ま
さ
し
く
そ
う
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
最
近
、
張

16
東
翼
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
至
元
六
（
一
二
六
九
）
年
付
け
日
本
国
王
宛
て

の
元
中
書
省
牒
が
証
明
し
て
く
れ
る
。

こ
の
文
書
は
、『
元
史
』
巻
二
〇
八
・
日
本
伝
に

〔
至
元
六
（
一
二
六
九
）
年
六
月
〕
命
高
麗
金
有
成
、
送
還
執
者
、

中
書
省
牒
其
国
、
亦
不
報
。
有
成
留
其
太
宰
府
守
護
所
者
、

久
之
。

と
み
え
る
高
麗
使
が
伝
達
し
た
中
書
省
の
「
牒
」
に
相
当
し
、
江
戸
初
期
の
日
本
で
歴
代
外
交
文
書
の
録
文
を
集
成
し
た
『
異
国
出

契
』
に
テ
キ
ス
ト
が
収
め
ら
れ
る
。『
異
国
出
契
』
の
伝
本
に
は
京
都
大
学
文
学
研
究
科
図
書
館
蔵
本
と
内
閣
文
庫
蔵
本
が
あ
る
が
、

本
文
書
に
関
し
て
用
字
に
異
同
は
な
い
。
た
だ
張
東
翼
が
京
大
本
に
も
と
づ
い
て
提
示
し
た
テ
キ
ス
ト
に
は
、
東
大
寺
蔵
『
調
伏
異

朝
怨
敵
抄
』
所
載
の
至
元
三
（
一
二
六
六
）
年
付
け
日
本
国
王
宛
て
ク
ビ
ラ
イ
国
書
写
し
を
参

に
し
て
表
記
を
あ
ら
た
め
た
箇
所

牒
と
咨
の
あ
い
だ

一
〇
三



が
あ
る
の
で
注
意
を
要
す
る
。
す
な
わ
ち『
異
国
出
契
』で
は
、
元
皇
帝
に
か
か
る「
皇
帝
」「
聖
天
子
」「
天
威
」を
平
出
、
ま
た「
勅
」

と
、
日
本
側
に
か
か
る
「
貴
国
」「
殿
下
」
を
二
字
闕
字
と
し
て
い
る
が
、
張
の
録
文
で
は
平
出
部
分
を
一
字
抬
頭
、
闕
字
部
分
を
平

出
に
変
更
し
て

17
い
る
。
も
ち
ろ
ん
『
異
国
出
契
』
の
表
記
が
原
文
書
の
体
裁
を
変
更
し
て
い
る
公
算
は
大
き
く
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う

に
み
る
の
が
自
然
だ
が
、
本
稿
で
は
ひ
と
ま
ず
典
拠
の
表
記
に
し
た
が
っ
て
文
書
の
テ
キ
ス
ト
を
し
め
し
て

18

お
こ
う
。

大
蒙
古
国
皇
帝
洪
福
裏
。
中
書
省

牒

日
本
国
王
殿
下

我
国
家
、
以
神
武
定
天
下
、
威
徳
所
及
、
無
思
不
能
。
逮

皇
帝
即
位
、
以
四
海
為
家
、
兼
愛
生
霊
、
同
仁
一
視
、
南
抵
六
詔
五
南
、
北
至
于
海
、
西
極
崑
崙
、
数
万
里
之
外
、
有
国
有
土
、

莫
不
畏
威
懐
徳
、
奉
幣
来
朝
。
惟
爾
日
本
、
国
于
海
隅
、
漢
唐
以
来
、
亦
嘗
通
中
国
、
其
与
高
麗
、
寔
為
密
邇
。

皇
帝
嚮
者

敕
高
麗
国
王
、
遣
其
臣

阜
、
持
璽
書
、
通
好

貴
国
、
稽
留
数
月
、
殊
不
見
答
。

皇
帝
以
為
将
命
者
不
達
、
尋
遣
中
憲
大
夫
兵
部
侍
郎
国
信
使

徳
・
中
順
大
夫
礼
部
侍
郎
国
信
副
使
殷
弘
等
、
重
持
璽
書
、
直

詣

貴
国
、
不
意
、
纔
至
彼
疆
対
馬
島
、
堅
拒
不
納
、
至
兵
刃
相
加
、
我
信
使
、
勢
不
獲
已
、
聊
用
相
応
、
生
致
塔
二
郎
・

弥
二
郎
二
人
以
帰
。

皇
帝
寛
仁
好
生
、
以
天
下
為
度
、
凡
諸
国
内
附
者
、
義
雖
君
臣
、
歓
若
父
子
、
初
不
以
遠
近
小
大
為
間
、
至
于
高
麗
、
臣
属
以

来
、
唯
歳
致
朝
聘
、
官
受
方
物
、
而
其
国
官
府
土
民
、
安
堵
如
故
、
及
其
来
朝
、

皇
帝
所
以
眷
遇
樹
慰
者
、
恩
至
渥
也
。

貴
国
隣
接
、
想
亦
周
悉
。
且
兵
交
、
使
在
其
間
、
寔
古
今
之
通
義
。
彼
疆
場
之
吏
、

赴
敵
舟
中
、
俄
害
我
信
使
、
較
之
曲
直
、
声
罪
致
討
、
義
所
当
然
、
又
慮
貴
国
有
所
不
知
、
而
典
封
疆
者
、
以
慎
守
固
禦
、
為

常
事
耳
。

皇
帝
猶
謂
、
此
将
吏
之
過
、
二
人
何
罪
。
今
将
塔
二
郎
、
致

貴
国
、

奉
牒
書
以
往
。
其
当
詳
体

牒
と
咨
の
あ
い
だ

一
〇
四



聖
天
子
兼
容

包
混
同
無
外
之
意
、

然
效
順
、
特
命
重
臣
、
期
以
来
春
、
奉
表
闕
下
、
尽
畏
天
事
大
之
礼
、
保
如
高
麗
国
例
。

処
之
必
無
食
言
。
若
猶
負
固
恃
険
、
謂
莫
我
何
、
杳
無
来
、
則

天
威
赫
怒
、
命
将
出
師
、
戦
舸
万
艘
、
径
圧
王
城
、
則
将
有

臍
無
及
之
悔
矣
。
利
害
明
甚
、
敢
布
之
殿
下
。
唯

殿
下
、

寔
重
図
之
。
謹
牒
。

右
牒

日
本
国
王
殿
下

至
元
六
年
六
月

日

牒

資
政
大
夫
中
書
左
丞

資
徳
大
夫
中
書
右
丞

栄
禄
大
夫
平
章
政
事

栄
禄
大
夫
平
章
政
事

光
禄
大
夫
中
書
右
丞
相

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
日
本
に
対
し
て
元
へ
の
帰
服
を
う
な
が
す
内
容
だ
が
、「
大
蒙
古
国
皇
帝
洪
福
裏
」（
大
蒙
古
国
皇
帝
の
大
い
な

る
幸
い
の
も
と
に
）
と
い
う
冒
頭
句
に
つ
づ
い
て
「
中
書
省
牒
す
」
と
書
き
出
し
、「
謹
み
て
牒
す
。
右
、
日
本
国
王
殿
下
に
牒
す
」

と
結
ぶ
平
牒
の
形
式
を
と
る
。「
皇
帝
洪
福
裏
」
と
い
う
冒
頭
句
は
必
ず
し
も
一
般
的
表
現
で
は
な
い
が
、
元
の

馬
や
官
人
・
官
府

が
用
い
る
文
書
の
冒
頭
定
型
句
の
一
つ
で
あ
る
「
皇
帝
福

裏
」

モ
ン
ゴ
ル
語
で
はq

a
γ
a
n
u su

d
u
r

）
に
対
応
す
る
文
言
と
み

て
よ
い
。「
合
行
移
牒
」「
請
照
験
施
行
」「
須
至
牒
者
」
等
の
定
型
的
な
文
言
こ
そ
み
え
な
い
が
、
こ
の
文
書
が
日
本
国
王
宛
て
の
牒

式
文
書
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
元
中
書
省
は
た
し
か
に
外
国
君
主
に
対
し
て
牒
式
文
書
を
用
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ

れ
が
高
麗
と
日
本
に
つ
い
て
と
も
ど
も
確
認
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
元
へ
の
臣
属
如
何
に
関
わ
ら
ず
牒
を
用
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

牒
と
咨
の
あ
い
だ

一
〇
五



そ
れ
な
ら
ば
、『
元
史
』
巻
二
〇
九
・
安
南
伝
に
お
い
て
、
至
元
七
（
一
二
七
〇
）
年
一
一
月
に
「
中
書
省
移
牒
光

」、
至
元
一
〇

（
一
二
七
三
）
年
正
月
に
「
中
書
省
復
牒
光

」、
大
徳
五
（
一
三
〇
一
）
年
三
月
に
「
中
書
省
復
移
牒
」
な
ど
と
み
え
る
、
陳
朝
ベ
ト

ナ
ム
王
に
対
し
て
送
ら
れ
た
元
中
書
省
の
「
牒
」
も
、
同
じ
く
牒
式
文
書
で
あ
っ
た
と

え
て
よ
か
ろ
う
。『
元
史
』
安
南
伝
で
は
、

元
の
鎮
南
王
ト
ゴ
ン
が
至
元
二
二
（
一
二
八
五
）
年
三
月
に
ベ
ト
ナ
ム
王
宮
を
一
時
占
領
し
た
際
の
様
子
を
、

明
日
、
鎮
南
王
入
其
国
、
宮
室
尽
空
、
惟
留
屢
降
詔
敕
及
中
書
牒
文
、
尽
行
毀
抹
、
外
有
文
字
、
皆
其
南
北
辺
将
報
官
軍
消
息

及
拒
敵
事
情
。

と
伝
え
て
い
る
。
こ
の
と
き
元
皇
帝
の
詔
勅
と
と
も
に
宮
廷
内
に
破
棄
さ
れ
て
い
た
「
中
書
牒
文
」
と
は
、
ま
さ
し
く
元
中
書
省
か

ら
ベ
ト
ナ
ム
王
に
送
ら
れ
た
牒
式
文
書
だ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

＊

外
交
で
用
い
ら
れ
る
牒
式
文
書
に
つ
い
て
た
だ
ち
に
想
起
さ
れ
る
の
は
、
唐
と
そ
の
周
辺
諸
国
の
状
況
で
あ
る
。
こ
の
と
き
二
国

の
君
主
間
で
交
わ
さ
れ
る
国
書
に
く
わ
え
て
、
官
府
間
で
牒
式
文
書
が
や
り
と
り
さ
れ
た
こ
と
が
、
先
学
に
よ
っ
て
注
目
さ
れ
て
い

19る
。
と
く
に
中
村
裕
一
は
、
日
本
の
太
政
官
と
渤
海
の
中
台
省
、
日
本
の
太
政
官
・
大
宰
府
と
新
羅
の
執
事
省
、
雲
南
の
南
詔
国
の

中
枢
機
関
で
あ
る
督
爽
と
唐
の
「
中
書
」
と
の
あ
い
だ
に
お
け
る
事
例
を
紹
介
し
、
か
か
る
形
式
の
起
源
が
唐
国
内
に
お
け
る
牒
式

文
書
の
運
用
法
の
延
長
線
上
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
牒
式
外
交
文
書
は
、
唐
滅
亡
後
も
東
ア
ジ
ア
諸
国
に
継
受
さ
れ
た
。
日
本
に
医
師
派

遣
を
要
請
し
た
己
未
（
一
〇
七
九
）
年
付
け
大
日
本
国
大
宰
府
宛
て
高
麗
国
礼
賓
省
牒
（『
朝
野
群
載
』
巻
二
〇
）
は
有
名
だ
が
、
高

麗
に
お
け
る
使
用
例
と
し
て
は
、
ほ
か
に
も
『
開
慶
四
明
続
志
』
巻
八
・
収
刺
麗
国
送
還
人
に
、
モ
ン
ゴ
ル
よ
り
逃
入
し
た
宋
人
を

宋
商
范
彦
華
ら
に
託
し
て
海
路
帰
国
さ
せ
た
際
に
送
っ
た
、
己
未
（
一
二
五
九
）
年
付
け
大
宋
国
慶
元
府
宛
て
高
麗
国
礼
賓
省
牒
が

録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
日
本
と
の
交
渉
に
お
い
て
具
体
的
に
書
式
が
判
明
す
る
も
の
と
し
て
、
泰
和
六
（
一
二
〇
六
）
年
付
け
日
本

牒
と
咨
の
あ
い
だ

一
〇
六



国
対
馬
嶋
宛
て
高
麗
国
金
州
防
禦
使
牒
（『
平
戸
記
』
延
応
二
年
（
一
二
四
〇
）
四
月
一
七
日
）
や
、
丁
亥
（
一
二
二
七
）
年
付
け
日

本
国
惣
官
大
宰
府
宛
て
高
麗
国
全
羅
州
道
按
察
使
牒
（『
吾
妻
鏡
』
安
貞
元
（
一
二
二
七
）
年
五
月
一
四
日
）
な
ど
も
あ
る
。
ま
た
前

述
し
た
日
本
国
王
宛
て
元
中
書
省
牒
が
と
ど
け
ら
れ
た
際
に
は
、
あ
わ
せ
て
至
元
六
（
一
二
六
九
）
年
付
け
日
本

マ
マ

国
太
宰
府
守
護
所

（
も
し
く
は
日
本

マ
マ

国
太
宰
府
）
宛
て
高
麗
国
慶
尚
晋
安
東
道
按
察
使
牒
が
送
ら
れ
て
い
る
（『
異
国
出

20
契
』
。

一
方
、
日
本
側
に
は
宋
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
「
牒
」
に
関
す
る
記
録
も
あ
り
、
こ
の
う
ち
承
暦
四
（
一
〇
八
〇
）
年
の
日
本

マ
マ

国
太
宰

府
宛
て

マ
マ

大
宗
国
明
州
牒
（『
異
国
牒
状

補
注

事
』
や
、
承
安
二
（
一
一
七
二
）
年
の
日
本
国
太
政
大
臣
宛
て
大
宋
国
明
州
沿
海
制
置
使
司
牒

（『
師
守
記
』
貞
治
六
（
一
三
六
七
）
年
五
月
九
日
）
な
ど
は
、
著
録
さ
れ
た
〞
甲
牒
乙

と
い
う
冒
頭
形
式
か
ら
牒
式
文
書
で
あ
っ
た

こ
と
が
確
実
視
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
外
国
官
府
と
の
交
渉
に
日
本
側
も
牒
式
文
書
を
用
い
た
こ
と
は
、
一
〇
七
九
年
の
高
麗
礼
賓
省
牒
に
対
す
る
大
宰
府
の

返
牒
（『
本
朝
続
文
粋
』
巻
一
一
）
や
、
一
二
六
九
年
の
元
中
書
省
牒
に
対
す
る
太
政
官
の
返
牒
案
、
お
よ
び
同
年
の
高
麗
慶
尚
晋
安

東
道
按
察
使
牒
に
対
す
る
大
宰
府
守
護
所
の
返
牒
案
な
ど
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
（『
本
朝
文
集
』
巻
六
七
╱
『
異
国
出

21
契
』
。
一
一
七

二
年
の
宋
明
州
沿
海
制
置
使
司
牒
に
対
し
、
翌
年
、
大
宋
国
明
州
沿
海
制
置
使
王
宛
て
に
送
ら
れ
た
日
本
国
沙
門
静
海
（
平
清
盛
）

の
返
書
も
、『
師
守
記
』
貞
治
六
年
五
月
九
日
に
著
録
さ
れ
た
〞
甲
牒
乙

と
い
う
冒
頭
形
式
か
ら
、
牒
式
文
書
だ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

遼
の
事
例
は
明
徴
を
欠
く
が
、
金
に
つ
い
て
は
『
大
金
弔
伐
録
』
に
、
そ
の
元
帥
府
や
都
部
署
司
が
宋
の
宣
撫
使
司
や
三
省
・
枢

密
院
に
牒
を

22
送
り
、
宋
側
の
宣
撫
使
司
よ
り
「
大
金
国
軍
前
」
に
牒
が
送
ら
れ
た
事
例
が
み

23
え
る
。
モ
ン
ゴ
ル
軍
に
包
囲
さ
れ
た
金

朝
最
期
の
模
様
を
記
す
王

『
汝
南
遺
事
』
巻
二
の
天
興
二
（
一
二
三
三
）
年
八
月
七
日
条
に
「
詔
尚
書
省
、
牒
宋
中
書
省
借
糧
」

と
あ
る
の
も
、
金
の
尚
書
省
が
宋
の
中
書
省
に
牒
を
送
っ
た
こ
と
を
し
め
す
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
遼
・
金
が
高
麗
と
の

あ
い
だ
で
「
牒
」
を
や
り
と
り
し
た
と
の
記
録
が
『
高
麗
史
』『
遼
史
』『
金
史
』
に
散
見
さ

24
れ
る
。
こ
れ
ら
の
「
牒
」
に
つ
い
て
は
、

単
に
公
文
書
な
い
し
そ
の
行
移
を
意
味
す
る
だ
け
の
可
能
性
も
あ
り
、
必
ず
し
も
書
式
を
し
め
す
術
語
と
は
か
ぎ
ら
な
い
が
、
金
に

牒
と
咨
の
あ
い
だ

一
〇
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つ
い
て
は
実
際
の
と
こ
ろ
牒
式
文
書
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
お
も
う
。
遼
に
つ
い
て
も
そ
の
可
能
性
を
想
定
で
き
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
東
ア
ジ
ア
諸
国
の
官
府
間
に
お
け
る
牒
式
外
交
文
書
の
使
用
は
、
元
が
登
場
し
た
時
点
ま
で
み
と
め
ら
れ
、

元
中
書
省
の
外
交
に
お
け
る
牒
式
文
書
の
使
用
は
、
こ
う
し
た
伝
統
を
う
け
つ
ぐ
も
の
と
、
ひ
と
ま
ず
と
ら
え
て
お
く
こ
と
が
で
き

よ
う
。

し
か
し
、
そ
こ
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
て
い
る
こ
と
は
み
の
が
せ
な
い
。
元
代
以
前
に
お
い
て
、
牒
は
国
家
関
係
の
あ
り
か
た
に

関
わ
ら
ず
、
基
本
的
に
官
府
・
官
人
間
レ
ベ
ル
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
元
の
場
合
、
官
府
た
る
中
書
省
が
相
手
国
の
君
主

に
宛
て
て
送
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
近
い
出
来
事
と
し
て
、
一
〇
八
一
年
に
宋
の
明
州
が

日
本
国

宛
て
に
牒
式
文
書
を

送
っ
て
き
た
と
の
記
録
が
あ
る
が
（『
帥
記
』
永
保
元
（
一
〇
八
一
）
年
一
〇
月
二
五
日
）、
例
外
的
で
あ
り
、
一
義
的
に
は
元
と
い
う

政
権
の
対
外
姿
勢
と
、
中
書
省
と
い
う
官
府
の
位
置
づ
け
に
関
わ
る
問
題
と

え
ら
れ
よ
う
。

元
の
文
書
制
度
は
、
一
二
六
九
年
の
パ
ク
パ
字
制
定
、
一
二
七
〇
年
の
「
省
院
台
文
移
体
式
」
制
定
を
重
要
な
画
期
と
し
て
、
そ

の
前
後
に
確
立
さ
れ
て
い

25
っ
た
。
牒
式
文
書
に
つ
い
て
は
地
方
で
の
使
用
規
定
が
一
二
六
八
年
に
か
た
ま
っ
た
わ
け
だ
が
、
一
二
七

〇
年
以
前
に
高
麗
に
対
す
る
中
書
省
の
文
書
送
付
例
が
み
ら
れ
な
い
の
も
、
前
述
し
た
よ
う
な
当
時
に
お
け
る
両
国
の
交
渉
窓
口
の

あ
り
か
た
に
く
わ
え
て
、
あ
る
い
は
、
元
の
文
書
制
度
が
整
備
途
上
に
あ
っ
た
こ
と
な
ど
も
関
係
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

な
お
元
・
王

の
『
中
堂
事
記
』
中
統
二
（
一
二
六
一
）
年
五
月
五
日
丙
寅
（『
秋
澗
先
生
大
全
文
集
』
巻
八
一
）
に
よ
る
と
、
元

が
発
足
し
て
か
ら
日
も
浅
い
こ
の
と
き
、
王

は
都
堂
（
中
書
省
の
宰
相
）
の

旨
を
う
け
て
「
移
宋
三
省
牒
文
」
を
起
草
し
た
。

そ
こ
に
収
め
ら
れ
た
録
文
は
、
結
び
の
部
分
が
大
幅
に
省
略
さ
れ
て
い
る
が
、
冒
頭
は
「
大
蒙
古
国
行
中
書
省
移
宋
三
省
」
と
あ
る
。

中
書
省
と
同
格
の
地
方
派
出
機
関
で
あ
る
行
中
書
省
の
文
書
と
し
て
起
草
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
い
う
「
移
」
が
書
式
を
表
す

術
語
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
唐
公
式
令
に
、
尚
書
省
と
諸
台
省
が
、
ま
た
内
外
諸
司
の
管
隷
関
係
に
な
い
も
の
が
相
互
に
用
い
る
平
行

牒
と
咨
の
あ
い
だ
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文
書
と
規
定
さ
れ

26
た
移
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
外
交
に
お
い
て
移
を
使
用
し
た
例
は
他
に
き
か
ず
、
そ
の
宛
先
も
宋

の
官
府
で
あ
り
、
こ
れ
が
外
国
君
主
に
対
す
る
牒
の
使
用
に
ど
う
つ
な
が
る
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
も
本
文
書
は
実
際
に
は

使
用
さ
れ
ず
に
お
わ

27
っ
た
。こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
元
の
高
級
官
府
に
よ
る
最
初
期
の
過
渡
的
な
外
交
文
書
例
と
し
て
紹
介
し
て
お
く
。

一
方
、
一
二
七
〇
年
代
頃
に
高
麗
側
が
元
中
書
省
に
送
っ
た
文
書
に
つ
い
て
は
、『
高
麗
史
』
世
家
や
『
高
麗
史
節
要
』
の
当
該
年

次
の
条
文
中
に
多
数
の
事
例
が
み
ら
れ
、「
書
」「
文
」
な
ど
と
よ
ば
れ
て
い
る
。
発
信
主
体
が
し
ば
し
ば
「
王
」
と
明
記
さ
れ
た
り
、

「
臣
」そ
の
他
の
王
の
一
人
称
が
書
中
に
記
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
か
ら
、
基
本
的
に
国
王
名
義
だ
っ
た
と

え
ら
れ
る
。
し
か
し
文
書

の
首
末
を
具
備
し
た
記
録
が
皆
無
で
、
具
体
的
な
書
式
は
判
明
し
な
い
。
た
だ
元
中
書
省
が
王
に
対
し
て
牒
を
用
い
た
以
上
、
高
麗

王
側
も
牒
を
用
い
た
可
能
性
は
当
然
に
想
定
さ
れ
よ
う
。
ま
た
後
述
す
る
後
代
の
状
況
か
ら
推
し
て
、
何
ら
か
の
書
簡
形
式
を
用
い

た
可
能
性
も
あ
る
。

三

咨
式
文
書

そ
の
後
、
高
麗
王
と
元
中
書
省
の
あ
い
だ
で
は
咨
式
文
書
が
用
い
ら
れ
、
こ
れ
が
重
要
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
。
前
述
の

ご
と
く
咨
と
は
、
明
・
清
代
に
お
け
る
二
品
以
上
の
同
格
の
高
級
官
府
・
官
人
間
で
用
い
た
文
書
で
あ
る
。
元
代
で
も
同
様
に
用
い

ら
れ
た
が
、
こ
の
時
代
は
と
く
に
中
央
の
中
書
省
・
枢
密
院
・
御
史
台
等
に
対
し
、
こ
れ
ら
と
同
格
の
地
方
派
出
機
関
と
し
て
、
そ

れ
ぞ
れ
行
中
書
省
・
行
枢
密
院
・
行
御
史
台
が
多
く
設
置
さ
れ
た
の
で
、
こ
れ
ら
中
央
・
地
方
の
官
府
間
の
使
用
例
が
め
だ
っ
て
い

る
。
元
代
の
咨
に
つ
い
て
は
、
書
式
の
全
容
か
、
そ
れ
に
近
い
内
容
が
う
か
が
え
る
史
料
も
種
々
の
こ
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は

首
末
の
形
式
に
か
か
る
文
言
が
比
較
的
多
い
、
宮
紀
子
が
紹
介
し
た
程
復
心
『
四
書
章
図
』

内
閣
文
庫
蔵
元
刻
本
）
所
収
の
皇
慶
元

（
一
三
一
二
）
年
付
け
翰
林
国
史
院
宛
て
集
賢
学
士
趙
孟

28
の
咨
に
基
づ
い
て
、
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
を
模
式
化
し
て
お
こ
う
。

牒
と
咨
の
あ
い
だ

一
〇
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皇
帝
聖
旨
裏
。
某

処

某

司

或
某
職
某
官
。
…
…

…
…
為
此
合
行
移
咨
。
請

照
験
施
行
。
須
至
咨
者
。

右

咨

某

処

某

司

或
某
職
某
官
。
伏

請

照

験
。

謹

咨
。

年

月

日

し
か
し
こ
の
よ
う
な
咨
式
文
書
の
存
在
は
元
代
よ
り
前
に
は
確
認
さ
れ
な
い
よ
う
で
、
そ
の
来
歴
も
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
。
そ

こ
で
、
文
書
史
料
中
に
、
咨
字
、
な
い
し
こ
れ
と
相
通
じ
る
諮
字
が
定
型
的
に
用
い
ら
れ
る
事
例
を
前
代
に
も
と
め
て
み
る
と
、
つ

ぎ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
が
確
認
さ
れ
る
。

公
文
書
の
例
か
ら
み
る
と
、
西
域
出
土
の
唐
代
文
書
に
は
、
案
巻
と
し
て
の
こ
さ
れ
た
官
府
内
で
の
事
案
処
理
過
程
の
記
録
に
諮

字
を
用
い
た
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
担
当
の
僚
属
が
判
辞
を
策
定
し
た
際
、
末
尾
に
「
諮
。
某
白
。
幾
日
」
（
諮
る
。
某
が
白
す
。

幾
日
）
と
記
し
て
も
う
し
お
く
り
、
こ
れ
に
他
の
関
係
僚
属
（
場
合
に
よ
り
複
数
）
が
「
依
判
。
諮
。
某
示
。
幾
日
」

判
に
依
れ
。

諮
る
。
某
が
示
す
。
幾
日
）
と
連
署
し
て
ゆ
き
、
最
終
責
任
者
が
「
依
判
。
某
示
。
幾
日
」

判
に
依
れ
。
某
が
示
す
。
幾
日
）
と
承

認
し
て
、
判
辞
が
確
定
さ

29
れ
る
。
こ
こ
で
の
諮
は
、
判
辞
を
〞
は
か
っ
て

承
認
を
も
と
め
る
と
い
う
意
味
に
な
ろ
う
。

ま
た
唐
の
親
王
府
よ
り
発
行
さ
れ
る
教
書
に
も
諮
字
が
み
え
る
。
教
書
式
の
復
元

30
案
に
、

教
、
云
云
。

年
月
日

記
室
参
軍
事
具
官
封
姓
名

宣

牒
と
咨
の
あ
い
だ

一
一
〇



主
簿
具
官
封
名
白
。
奉

教
如
右
。
請
付
外
奉
行
。
謹
諮
。

年
月
日

依
諮
親
画

と
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ま
ず
王
府
の
属
僚
で
あ
る
記
室
参
軍
事
が
王
命
を
奉
じ
て
教
書
案
を
作
成
し
、
主
簿
に
回
付
す
る
。
主
簿
は

案
を
審
査
し
、
問
題
が
な
け
れ
ば
付
外
奉
行
す
る
こ
と
を
王
に
要
請
す
る
が
、
そ
の
際
「
謹
諮
」
謹
ん
で
諮
る
）
と
も
う
し
お
く
る
。

そ
し
て
王
よ
り
「
依
諮
」（
諮
に
依
れ
）
と
の
許
可
を
得
て
教
書
が
成
立
す
る
の
だ
が
、
そ
の
後
、
教
書
は
録
事
司
に
送
ら
れ
て
施
行

さ
れ
る
。

さ
ら
に
宋
代
で
は
、
学
士
院
（
翰
林
院
）
が
中
書
な
ど
三
省
に
上
申
す
る
際
の
文
書
を
咨
報
（
諮
報
）
と
い
い
、
そ
の
起
源
は
唐

代
に
さ
か
の
ぼ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
欧
陽
修
の
『
帰
田
録
』
巻
二
に

若
百
司
申
中
書
、
皆
用
状
。
惟
学
士
院
用
咨
報
。
其
実
如

子
、
亦
不
書
名
、
但
当
直
学
士
一
押
字
而
已
。
謂
之
咨
報
。
此
唐

学
士
旧
規
也
。

と
あ
り
、
ま
た
洪
邁
の
『
容
斎
随
筆
』
巻
九
・
翰
苑
故
事
に

翰
苑
故
事
、
…
…
公
文
至
三
省
、
不
用
申
状
、
只
尺
紙
直
書
其
事
、
右
語
云
、
諮
報
尚
書
省
、
伏
候
裁
旨
。
月
日
押
。
謂
之
諮

報
。

と
あ

31
る
が
、
後
者
に
し
め
さ
れ
た
「
諮
報
尚
書
省
、
伏
候
裁
旨
。
月
日
押
」
は
結
び
の
形
式
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
私
文
書
の
例
を
み
る
と
、
敦
煌
出
土
写
本
の
唐
・
杜
友
晋
『
吉
凶
書
儀
』（
ペ
リ
オ
漢
文
文
書
三
四
四
二

32
号
）
で
は
、「
婦
人

吉
書
儀
」
の
「
与
夫
之
妹
書
」（
夫
の
妹
に
対
す
る
書
簡
）
や
「
与

書
」（
夫
の
弟
の
妻
に
対
す
る
書
簡
）
の
封
の
文
言
に
「
謹
諮
」、

「
四
海
吉
書
儀
」（
一
般
の
吉
書
儀
カ
）の「
与
稍
尊
書
」（
や
や
目
上
に
対
す
る
書
簡
）・「
与
平
懐
書
」（
対
等
な
者
に
対
す
る
書
簡
）・

牒
と
咨
の
あ
い
だ
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「
与
稍
卑
書
」（
や
や
目
下
に
対
す
る
書
簡
）
の
結
語
に
「
某
諮
」
を
用
い
て
い
る
。
ま
た
前
述
の
『
司
馬
氏
書
儀
』
で
は
、
巻
一
・
家

書
の
「
与
妻
書
」「
与
外
甥
女

書
」
な
ど
目
下
の
親
族
に
対
す
る
書
簡
、
巻
一
〇
・
喪
儀
の
「
帰

于
所
尊
書
」（
目
上
に
ひ
も
ろ
ぎ

を
送
る
際
の
書
簡
）
に
対
す
る
「
復
書
」（
返
書
）
や
目
下
に
ひ
も
ろ
ぎ
を
送
る
際
の
「
降
等
書
」
に
お
い
て
、
頭
語
や
結
語
に
「
某

咨
」
を
用
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
書
儀
に
お
け
る
用
法
は
、「
謹
ん
で
と
ぶ
ら
う
」、「
某
が
と
ぶ
ら
う
」
と
い
っ
た
意
味
合
い
に
な
ろ

う
。
前
述
『
新
編
事
文
類
聚
翰
墨
全
書
』
所
載
の
書
儀
で
も
、
甲
集
巻
三
・
諸
式
門
・
書
記
・
小
簡
の
「
稍
卑
小
簡
首
末
式
」
や
、

同
・
家
書
の
「
与
外
甥
女

書
」「
与
妻
書
」
の
頭
語
や
結
語
に
「
某
咨
」
と
あ
り
、
元
代
で
も
同
様
に
用
い
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と

が
う
か
が
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
元
代
以
前
の
文
書
に
お
け
る
定
型
的
な
咨
（
諮
）
字
の
用
例
は
、
官
府
内
の
処
決
手
続
上
の
文
言
、
学
士
院
の
上
申

文
書
中
の
文
言
、
私
人
の
書
簡
の
頭
語
・
結
語
や
封
の
文
言
で
あ
り
、
高
級
官
府
間
の
文
書
形
式
に
直
結
す
る
も
の
は
み
い
だ
せ
な

い
。
あ
る
い
は
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
と
関
連
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
元
の
高
級
官
府
間
に
お
け
る
咨
の
使
用
が
南

宋
出
身
者
に
と
っ
て
な
じ
み
薄
い
も
の
だ
っ
た
こ
と
は
、『
資
治
通
鑑
』
巻
二
八
〇
・
後
晋
紀
・
高
祖
天
福
元
年
閏
一
一
月
丙
寅
の
「
帝

与
契
丹
主
将
引
兵
而
南
、
咨
於
契
丹
主
」
に
対
す
る
胡
三
省
（
一
二
三
〇
〜
一
三
〇
二
）
の
注
に
、

謀
事
為
咨
。
今
北
人
以
咨
為
重
、
自
行
台
・
行
省
移
文
書
於
内
台
・
内
省
、
率
謂
之
咨
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
。
い
ま
に
伝
わ
る
胡
三
省
の
『
資
治
通
鑑
』
注
釈
は
南
宋
滅
亡
後
に
重
撰
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

上
の
注
に
は
「
今
」
の
行
台
（
行
御
史
台
）・
行
省
（
行
中
書
省
）
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
元
代
の
状
況
を
の
べ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
旧
南
宋
人
で
あ
る
胡
三
省
に
と
っ
て
、
中
書
省
（
内
省
）
と
行
中
書
省
（
行
省
）、
御
史
台
（
内
台
）
と
行
御
史
台
（
行
台
）

の
あ
い
だ
で
咨
が
や
り
と
り
さ
れ
る
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
征
服
者
で
あ
る
「
北
人
」
の
習
慣
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
唐
宋
の
制
に
関
す

る
政
書
類
に
言
及
が
な
い
こ
と
。
ま
た
前
述
の
ご
と
く
唐
で
は
移
、
宋
で
は
牒
が
高
級
官
府
間
で
相
互
に
用
い
る
文
書
と
な
る
こ
と

か
ら
、
当
時
の
公
文
書
に
か
か
る
咨
式
文
書
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
み
て
よ
い
と
お
も
う
。

牒
と
咨
の
あ
い
だ

一
一
二



問
題
は
遼
や
金
の
制
度
だ
が
、
史
料
的
制
約
か
ら
厳
密
な
判
断
が
む
ず
か
し
い
。
現
状
で
は
咨
式
文
書
が
存
在
し
た
形
跡
は
み
と

め
ら
れ
な
い
と
い
っ
て
よ
い
と
お
も
う
が
、
金
で
は
元
代
行
省
の
先
駆
形
態
と
な
る
中
央
高
級
官
府
と
同
格
の
地
方
派
出
機
関
と
し

て
行
台
尚
書
省
が
お
か
れ
た
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
断
定
し
て
し
ま
う
の
も
た
め
ら
わ
れ
る
。
た
だ
少
な
く
と
も
、
金
の
高
級
官
府
が

外
国
君
主
に
宛
て
て
咨
を
用
い
た
形
跡
は
、
い
ま
の
と
こ
ろ
う
か
が
え
な
い
。
む
し
ろ
前
述
の
ご
と
く
、
そ
の
官
府
が
宋
の
高
級
官

府
に
牒
を
送
っ
た
例
が
あ
り
、
ま
た
金
初
に
お
い
て
皇
子
都
経
略
処
置
使
・
元
帥
・
国
相
元
帥
と
い
っ
た
金
軍
の
高
級
司
令
官
と
、

宋
皇
帝
や
金
の
傀
儡
政
権
で
あ
る
楚
の
皇
帝
と
の
あ
い
だ
で
は
、〞
甲
致
書
于
乙
〝
と
記
す
、
い
わ
ゆ
る
致
書
形
式
の
文
書
が
用
い
ら

れ
た
こ
と
が
確
認
さ

33
れ
る
。
後
者
は
敵
国
関
係
に
お
け
る
君
主
間
の
国
書
と
し
て
唐
・
五
代
・
遼
・
宋
を
通
じ
て
使
用
さ
れ

34
た
が
、

当
時
の
金
と
宋
・
楚
の
力
関
係
を
反
映
し
て
か
、
前
者
の
皇
族
・
官
人
ク
ラ
ス
が
後
者
の
皇
帝
と
や
り
と
り
し
た
点
が
注
目
さ
れ
る
。

た
だ
い
ず
れ
に
せ
よ
、
過
去
に
用
い
ら
れ
て
い
た
書
式
が
準
用
な
い
し
応
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
元
典
章
』
巻
四
・
朝
綱
・
庶
務
・
体
例
酌
古
准
今
の
至
元
五
（
一
二
六
八
）
年
一
二
月
付
け
文
書
に
中
書
省
｜
四
川
行
省
間
に
お

け
る
咨
の
往
復
を
し
め
す
記
述
が
あ
り
、
同
巻
三
五
・
兵
部
・
隠
蔵
・
隠
蔵
軍
器
罪
名
の
至
元
五
年
付
け
文
書
に
も
「
中
書
省
咨
」

が
み
え
る
こ
と
か
ら
、
元
で
は
そ
の
最
初
期
、
一
二
七
〇
年
の
「
省
院
台
文
移
体
式
」
制
定
以
前
か
ら
す
で
に
咨
を
使
用
し
て
い
た

こ
と
が
う
か
が
わ

35
れ
る
。

ま
た
前
述
し
た
元
・
王

『
中
堂
事
記
』
の
中
統
二
（
一
二
六
一
）
年
七
月
辛
酉
朔
条
に
は
、

前
河
東
宣
撫
使
張
公
、
以
怨
家
有
言
、
去
留
維
谷
。
是
日
、
得
行
省
諮
、
保
及
史
相
・
闊
左
丞
、
互
為
申
理
奏
准
、
充
行
中
書

省
参
議
、
方
得
解
去
良
不
易
也
。

と
あ
り
、
同
月
廿
日
庚
辰
条
に
は

行
省
諮
者
数
事
、
都
堂
議
有
可
否
。
史
公
曰
、
雖
分
両
省
、
其
実
一
也
。
若
非
関
利
害
者
、
不
宜
妄
有
阻
駁
、
使
王
事
成
就
、

可
也
。
今
後
凡
行
省
所
諮
、
須
三
日
内
咨
報
。
自
是
上
下
云
為
如
水
流
之
源
矣
。
予
当
時
嘆
賞
、
以
謂
不
多
得
也
。

牒
と
咨
の
あ
い
だ

一
一
三



と
あ
る（『
秋
澗
先
生
大
全
文
集
』巻
八
二
）。
こ
の
と
き
王

は
中
書
省
の
下
僚
だ
っ
た
が
、
前
者
の
記
事
で
は
、
前
河
東
宣
撫
使
張

公
（
張
徳
輝
）
の
処
遇
に
関
し
て
中
書
省
が
「
行
省
」
よ
り
「
諮
」
を
得
た
と
い
い
、
後
者
の
記
事
で
は
、「
行
省
」
か
ら
届
い
た
数

件
の
「
諮
」
に
つ
い
て
中
書
省
幹
部
が
審
議
し
た
際
、
史
公
（
史
天
澤
）
の
提
案
で
、
行
省
か
ら
「
諮
」
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
、

大
き
な
問
題
が
な
け
れ
ば
三
日
以
内
に
「
咨
報
」
す
る
こ
と
を
も
う
し
あ
わ
せ
た
と
い
う
。『
中
堂
事
記
』
が
咨
╱
諮
字
を
用
い
て
官

府
・
官
人
同
士
の
事
務
連
絡
を
記
述
す
る
の
は
右
の
中
書
省
｜
行
省
間
の
例
に
か
ぎ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
に
意
味
が
あ
る
と
す

れ
ば
、
元
の
高
級
官
府
に
お
け
る
咨
の
使
用
は
、
あ
る
い
は
建
国
当
初
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

＊

高
麗
に
対
す
る
咨
式
文
書
の
送
付
は
一
二
八
〇
年
が
初
例
と

え
ら
れ
る
。
前
掲
し
た
『
高
麗
史
』
巻
二
九
・
忠
烈
王
世
家
・
六

年
（
一
二
八
〇
）
一
一
月
己
酉
の
記
事
を
い
ま
い
ち
ど
引
用
し
よ
う
。

遣
右
承
旨
趙
仁
規
・
大
将
軍
印
侯
如
元
、
上
中
書
省
書
曰
、
…
…
今
有
行
省
文
字
、
云
右
咨
高
麗
国
王
、
封
云
到
国
王
開

。

審
、
中
書
省
行
来
文
字
、
字
謹
紙
厚
、
毎
牒
云
、
請
照
験
。
謹
牒
。
未
詳
、
行
省
文
字
、
是
何
体
例
。
予
忖
得
、
行
省
於
国

王
、
既
無
疑
忌
、
雖
咨
・
関
・

付
可
也
。
若
諸

馬
処
、
有
不
得
已
行
移
文
字
、
当
用
如
何
体
例
。
昔
禿
輦
哥
国
王
、
於
我

父
王
、
未
嘗
直
行
文
字
、
必
行
下
達
魯
花
赤
。
伏
望
、
定
奪
彼
此
往
還
文
字
格
式
回
示
。
…
…

忠
烈
王
が
中
書
省
に
対
し
て
上
書
し
た
の
は
、
日
本
遠
征
を
遂
行
す
る
機
関
と
し
て
同
年
八
月
に
設
け
ら
れ
た
征
東
行
省
（
征
東

行
中
書
省
）
よ
り
、「
右
咨
高
麗
国
王
」
と
記
し
た
文
書
が
は
じ
め
て
送
ら
れ
て
き
た
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
忠
烈
王
は
、
高
麗
王

に
宛
て
た
中
書
省
の
文
書
に
は
牒
が
用
い
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
て
、
高
麗
王
と
行
省
の
あ
い
だ
で
用
い
る
行
移
文
書
の
形
式

に
つ
い
て
確
認
を
も
と
め
た
の
だ
が
、
そ
の
際
、「
行
省
が
国
王
に
於
」
し
て
文
書
を
送
る
こ
と
自
体
に
異
議
は
な
く
、
咨
や
関
（
三

品
以
下
の
同
級
官
府
同
士
で
用
い
る
）・

付
（
上
司
が
下
司
に
送
る
）
等
の
書
式
で
も
か
ま
わ
な
い
と
し
つ
つ
、
も
し

馬
の
も
と

に
文
書
を
送
る
と
す
れ
ば
い
か
な
る
書
式
を
用
い
る
の
か
と
た
ず
ね
て
い
る
。

牒
と
咨
の
あ
い
だ

一
一
四



こ
の
と
き
王
が
、
わ
ざ
わ
ざ

馬
に
対
す
る
行
省
文
書
の
形
式
に
つ
い
て
注
意
を
喚
起
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
、
当
時
す
す
め
て

い
た
高
麗
王
の
格
式
と

馬
と
し
て
の
格
式
の
一
体
化
（
前
述
）
を
、
文
書
形
式
に
つ
い
て
も
実
現
し
た
い
と

え
て
の
こ
と
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、
か
つ
て
禿
輦
哥
国
王
よ
り
父
王
（
元
宗
）
の
も
と
に
は
文
書
を
直
接
送
る
こ
と
が
な
く
、
か
な
ら
ず
達
魯
花
赤
（
ダ

ル
ガ
チ
）
に
対
し
て
下
し
た
と
の
べ
て
い
る
が
、
禿
輦
哥
国
王
と
は
、
一
二
六
九
年
に
高
麗
で
権
臣
林
衍
に
よ
る
国
王
元
宗
廃
立
事

件
が
お
き
た
際
、
行
東
京
等
路
中
書
省
事
と
し
て
元
軍
を
ひ
き
い
て
一
時
高
麗
に
進
駐
し
た
ジ
ャ
ラ
イ
ル
族
長
の
こ
と
で
あ
る
。
一

方
、
達
魯
花
赤
と
は
、
一
二
七
〇
〜
七
八
年
に
王
都
開
京
に
駐
在
し
た
元
の
高
麗
政
府
監
督
官
、
高
麗
国
達
魯
花
赤
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
行
省
｜
高
麗
王
間
の
文
書
行
移
関
係
の
先
例

す
な
わ
ち
行
移
関
係
が
な
い

と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ

る
。こ

こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
忠
烈
王
が
行
省
か
ら
の
文
書
に
つ
い
て
、

馬
に
対
す
る
書
式
と
の
整
合
性
を
問
い
た
だ
す
に
あ
た

り
、〞
高
麗
国
王
に
対
す
る
文
書
行
移
そ
の
も
の
を
問
題
視
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
か
ぎ
り
で
は
咨
・
関
・

付
等
の
書
式
で
あ
っ

て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
が

と
い
う
趣
旨
の
前
置
き
を
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
断
り
書
き
に
お
い
て
唐
突
に
具
体
的

な
書
式
名
を
あ
げ
る
の
は
、
こ
の
と
き
送
ら
れ
て
き
た
行
省
文
書
が
実
際
そ
う
し
た
系
列
の
官
府
文
書
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ

れ
ら
と
異
な
る
系
統
の
書
式
だ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
関
わ
る
言
及
が
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
国
王
に
対
す
る
行
移
文
書
と
い
う

重
大
事
を
め
ぐ
っ
て
実
際
の
状
況
と
無
関
係
の
書
式
を
例
え
話
と
し
て
あ
げ
る
と
は
お
も
え
な
い
。
そ
し
て
問
題
の
文
書
に
は
ま
さ

に
「
右
咨
高
麗
国
王
」
と
記
さ
れ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
こ
れ
は
咨
の
結
び
に
お
け
る
〞
右
咨
某
〝
と
い
う
定
型
表
現
に
一
致
し
、
文

書
が
咨
式
で
あ
る
こ
と
を
し
め
す
文
言
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
行
省
の
文
書
は
咨
式
文
書
だ
っ
た
と

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

忠
烈
王
の
上
書
に
対
す
る
元
側
の
回
答
は
記
録
に
な
い
が
、
こ
の
と
き
征
東
行
省
は
な
に
ゆ
え
忠
烈
王
に
対
し
突
如
と
し
て
咨
を

用
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
管
見
で
は
元
の
官
府
が
外
国
君
主
に
対
し
て
咨
を
用
い
た
例
は
ほ
か
に
確
認
さ
れ
ず
、
ま
た
前
代
に
も
そ

の
よ
う
な
先
例
は
み
い
だ
せ
な
い
の
で
あ
る
。

牒
と
咨
の
あ
い
だ

一
一
五



そ
こ
で
当
時
の
対
元
関
係
上
、
忠
烈
王
の
立
場
に
い
か
な
る
変
化
が
生
じ
た
か
を
み
て
み
よ
う
。
ま
ず
同
王
は
一
二
七
四
年
に
ク

ビ
ラ
イ
の
公
主
に
尚
し
て
そ
の

馬
と
な
っ
た
。
し
か
し
前
述
の
ご
と
く
一
二
八
一
年
に

馬
高
麗
国
王
と
な
る
以
前
、
同
王
は
基

本
的
に

馬
と
し
て
遇
さ
れ
ず
、
外
国
君
主
と
し
て
の
礼
式
が
適
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
咨
式
の
使
用
に
関
係
す

る
と
は

え
に
く
い
。
も
し

馬
と
し
て
の
立
場
が
文
書
形
式
に
の
み
反
映
さ
れ
た
と
し
て
も
、

馬
の
も
と
に
行
省
な
ど
の
官
府

が
咨
を
送
っ
た
と
い
う
事
例
自
体
、
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
。
そ
れ
は

馬
と
と
も
に
「
諸
王
」
と
通
称
さ
れ
る
モ
ン
ゴ
ル
男
性
皇

族
に
つ
い
て
も
同
様
だ
が
、
行
省
な
ど
政
府
の
官
府
が
男
性
皇
族
自
身
の
通
達
を
う
け
た
際
に
は
、「
敬
ん
で
令
旨
を
奉
」
じ
る
と
表

現
し
て

36
い
る
。
令
旨
を
奉
じ
る
相
手
に
官
府
側
が
直
接
言
上
す
る
際
は
、
皇
太
子
に
対
す
る
場
合
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
「
啓
」
と

称
し
た
は
ず
で

37
あ
る
。
ま
た
安
西
王
の
場
合
、
隷
下
の
執
政
機
関
で
あ
る
王
相
府
が
陝
西
行
省
に
咨
を
送
っ
て
い
る

38
か
ら
、
一
般
官

人
の
上
に
た
つ
王
自
身
に
対
し
て
行
省
が
咨
を
用
い
た
と
は

え
に
く
い
。
一
方
、

馬
の
お
お
せ
は
高
級
官
人
と
同
じ
く「

旨
」

と
い
う
。

馬
に
対
し
て
外
部
の
官
府
が
言
上
す
る
際
の
書
式
に
つ
い
て
は
実
例
を
み
い
だ
せ
な
い
が
、
中
書
省
官
が
そ
の
宰
相（
都

堂
）
に
言
上
し
て

旨
を
う
け
る
こ
と
を
『
元
典
章
』
所
載
文
書
で
は
し
ば
し
ば
「
呈
し
て
都
堂
の

旨
を
奉
」
じ
る
と
記
し
て
お

39り
、「
呈
」と
称
し
た
こ
と
も

え
ら
れ
な
く
は
な
い
。
た
だ
忠
烈
王
が
、「
已
む
を
得
ず
」

馬
に
宛
て
て
文
書
を
送
る
際
の
規
定
を

問
い
あ
わ
せ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

馬
に
対
し
て
行
省
な
ど
が
直
接
文
書
を
送
る
ケ
ー
ス
は
あ
ま
り
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
咨
を
用
い
た
と
は

え
に
く
い
。

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
忠
烈
王
の
も
う
一
つ
の
地
位
変
化
、
一
二
八
〇
年
の
征
東
行
省
丞
相
（
長
官
）
就
任
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
征
東
行
省
に
よ
る
忠
烈
王
へ
の
咨
の
送
付
は
、
行
省
と
そ
の
高
官
の
あ
い
だ
に
お
け
る
行
移
文
書
形
式
と
し
て
適
用
さ
れ
た

も
の
と
お
も
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

忠
烈
王
は
こ
の
年
の
八
月
、
第
二
次
日
本
遠
征
の
遂
行
に
お
い
て
自
身
の
発
言
力
を
強
化
す
る
努
力
の
一
環
と
し
て
、
み
ず
か
ら

を
征
東
行
省
の
任
（
管
征
東
省
事
）
に
つ
け
る
よ
う
ク
ビ
ラ
イ
に
要
請
し
て

40
い
た
。
そ
し
て
こ
の
年
の
一
二
月
辛
卯
、
趙
仁
規
と
印

牒
と
咨
の
あ
い
だ

一
一
六



侯
が
元
よ
り
も
た
ら
し
た
詔
に
よ
り
、
王
は
み
ず
か
ら
が
「
開
府
儀
同
三
司
・
中
書
左
丞
相
・
行
中
書
省
事
」
と
な
っ
た
こ
と
を
知

る
。
王
は
中
書
左
丞
相
の
資
格
に
お
い
て
日
本
遠
征
に
関
す
る
「
中
書
省
の
事
を
行
」
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で

41
あ
る
。
翌
年
三
月
乙

卯
に
は
「
征
東
行
中
書
省
」
の
印
信
が
王
の
も
と
に
と
ど
け
ら
れ
て

42
い
る
。

征
東
行
省
の
発
足
自
体
は
一
二
八
〇
年
八
月
な

43
の
で
、
忠
烈
王
が
咨
に
関
す
る
疑
義
を
提
起
し
た
同
年
一
一
月
ま
で
に
お
け
る
同

省
の
高
麗
に
む
け
た
文
書
行
移
や
遣
使
の
記
録
を
み
る
と
、
一
〇
月
末
の
丁
酉
（
二
九
日
）
に
同
省
の
使
者
が
高
麗
を
お
と
ず
れ
て

兵
員
・
兵
器
・
糧
食
等
の
整
備
を
お
こ

44
な
い
、
ま
た
日
付
は
不
明
だ
が
、
同
月
中
に
同
省
は
、「
征
東
軍
事
」
に
関
す
る
「
牒
」
を
送
っ

て
き
て

45
い
る
。
こ
の
う
ち
後
者
の
「
牒
」
に
は
「
拠
此
須
合
開
坐
移
牒
。
請
照
験
」
云
々
と
あ
り
、
牒
式
文
書
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ

る
の
で
、
問
題
の
咨
は
疑
義
表
明
の
タ
イ
ミ
ン
グ
か
ら
み
て
も
前
者
の
使
者
が
も
た
ら
し
た
可
能
性
が
高
い
。

一
方
、
忠
烈
王
の
征
東
行
省
左
丞
相
就
任
は
、
元
に
お
い
て
す
で
に
一
〇
月
初
め
癸
酉
（
五
日
）
の
段
階
で
正
式
に
決
定
し
て
い

46た
。
問
題
の
咨
が
こ
れ
を
う
け
て
そ
の
こ
ろ
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
高
麗
か
ら
進
発
す
る
東
路
軍
を
編
成
・
指
揮
し
た
征
東

47
行
省

の
活
動
か
ら
み
て
、
発
行
地
は
元
都
で
な
け
れ
ば
、
よ
り
高
麗
に
近
い
地
方
で
あ
ろ
う
か
ら
、
一
〇
月
末
ま
で
の
高
麗
送
達
は
充
分

可
能
で

48
あ
る
。

行
省
が
所
属
の
高
官
に
咨
を
だ
す
と
い
う
の
は
奇
異
に
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
湖
広
行
省
が
そ
の
左
丞
（
正
二
品
）
に
咨
を

送
49り

、
あ
る
行
省
が
そ
の
右
丞
（
正
二
品
）
か
ら
咨
を
う
け
た
よ

50
う
に
、
行
省
は
み
ず
か
ら
の
幹
部
と
咨
を
交
わ
す
こ
と
が
あ
っ
た
。

前
述
の
ご
と
く
元
代
の
咨
の
用
例
に
官
府
が
外
国
君
主
に
宛
て
る
と
い
う
も
の
は
他
に
確
認
さ
れ
ず
、
前
代
の
事
例
に
も
直
結
す
る

も
の
は
な
い
。
と
す
れ
ば
、
元
に
お
け
る
通
常
の
咨
の
適
用
範
囲
に
忠
烈
王
が
ふ
く
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
可
能
性
を
想
定
す
る
の

が
ま
ず
は
適
当
で
あ
ろ
う
。し
か
し
一
〇
〜
一
一
月
の
段
階
で
忠
烈
王
側
は
み
ず
か
ら
の
丞
相
叙
任
を
認
知
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、

異
例
な
書
式
と
も
う
し
た
て
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。

た
だ
し
こ
れ
で
咨
式
文
書
の
使
用
が
定
着
し
た
と
即
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
二
八
一
年
正
月
、
征
東
行
省
は
高
麗
に
対
し

牒
と
咨
の
あ
い
だ

一
一
七



て
戦
備
に
関
す
る
「
牒
」
を
送
っ
て

51
き
た
。
こ
の
「
牒
」
は
宛
先
・
書
式
と
も
明
示
さ
れ
ず
、
公
文
書
一
般
を
意
味
す
る
疑
い
が
あ

る
が
、
一
方
で
、
高
麗
王
宛
て
の
牒
式
文
書
で
あ
っ
た
可
能
性
を

慮
す
る
必
要
も
あ
る
。
も
し
そ
う
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
行
省
は

忠
烈
王
の
丞
相
就
任
後
も
、
旧
来
の
中
書
省
の
ご
と
く
外
国
王
で
あ
る
高
麗
王
（

馬
高
麗
国
王
号
の
成
立
は
翌

52
二
月
）
に
対
し
て

牒
を
用
い
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
こ
の
段
階
の
征
東
行
省
は
日
本
遠
征
の
た
め
の
臨
設
機
関
で
あ
り
、
一
二
八
一
年

の
攻
撃
失
敗
後
、
一
二
八
二
年
正
月
に
は
い
っ
た
ん
廃
さ
れ
て
い
る
。
行
省
丞
相
の
職
を
う
し
な
っ
た
忠
烈
王
が
た
だ
ち
に
咨
の
適

用
外
と
な
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
、
少
な
く
と
も
、
一
二
八
三
年
正
月
〜
一
二
八
四
年
五
月
に
征
東
行
省
が
復
置
さ
れ
、
同
王

が
そ
の
丞
相
に
再
任
さ
れ
て
い
た

53
時
期
を
ふ
く
め
て
、
こ
の
こ
ろ
の
咨
の
使
用
例
は
み
い
だ
せ
な
い
。
そ
の
後
一
二
八
五
年
一
二
月

に
元
中
書
省
は
軍
糧
徴
発
に
関
す
る
「
牒
」
を
高
麗
に
送
っ
て

54
い
る
。
こ
の
「
牒
」
も
宛
先
と
書
式
が
明
示
さ
れ
ず
、
公
文
書
一
般

を
意
味
す
る
疑
い
も
あ
る
が
、
や
は
り
高
麗
王
宛
て
の
牒
式
文
書
だ
っ
た
可
能
性
は
の
こ
さ
れ
る
。
そ
う
だ
っ
た
と
す
る
と
、
こ
の

と
き
す
で
に

馬
高
麗
国
王
号
が
成
立
し
て
高
麗
王
の
地
位
が

馬
の
格
式
に
一
体
化
し
て
い
る
の
で
、

馬
に
対
す
る
牒
式
使
用

の
是
非
が
問
題
と
な
り
得
よ
う
。
た
だ
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
「
牒
」
の
正
体
は
い
ま
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。

＊

一
二
八
七
年
に
い
た
り
、
征
東
行
省
は
高
麗
に
お
け
る
元
の
最
高
地
方
統
治
機
関
と
し
て
よ
そ
お
い
を
新
た
に
再
設
さ
れ
、
以
後
、

歴
代
高
麗
王
が
事
元
期
を
通
じ
て
丞
相
職
（
従
一
品
）
を
世
襲
的
に
兼
任
し
て
ゆ
く
。
一
四
世
紀
初
の
一
時
期
に
は
そ
の
幹
部
職
に

元
の
官
人
が
増
置
さ
れ
た
が
、
基
本
的
に
は
高
麗
王
が
唯
一
の
高
官
と
し
て
僚
属
（
非
高
麗
人
も
ふ
く
む
）
を
保
挙
し
、
事
務
を
と

り
し

55

き
っ
た
。
こ
の
時
期
以
降
に
な
る
と
、
高
麗
王
と
元
中
書
省
の
あ
い
だ
の
文
書
行
移
に
関
す
る
史
料
件
数
は
減
少
す
る
が
（
主

要
典
拠
で
あ
る
年
代
記
史
料
の
情
報
量
全
体
が
低
下
す
る
た
め
、
必
ず
し
も
実
態
で
は
な
い
）、
そ
う
し
た
な
か
で
、
高
麗
王
が
元
中

書
省
（
と
き
に
は
枢
密
院
）
と
咨
式
文
書
を
や
り
と
り
し
た
こ
と
を
し
め
す
史
料
が
目
に
つ
く
よ
う
に
な
る
。

ま
ず
『
高
麗
史
』
巻
三
〇
・
忠
烈
王
世
家
・
一
九
（
一
二
九
三
）
年
七
月
甲
戌
に
は
、
征
東
行
省
が
高
麗
政
府
の
最
高
官
府
で
あ

牒
と
咨
の
あ
い
だ

一
一
八



る
都

議
使
司
に
宛
て
た

付
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
み
え
て
い
る
。

行
中
書
省

付
都

議
使
司
、
准
枢
密
院
咨
、
准
高
麗
国
王
咨
、
本
国
去
水
就
陸
時
分
、
珍
島
百
姓
、
亦
移
陸
地
、
而
本
地
空

閑
、
在
後
耽
羅
申
復
、
摘
入
人
民
種
田
。
目
今
因
哈
丹
賊
軍
、
不
能
於
陸
地
種
養
。
若
将
耽
羅
人
戸
、
還
入
耽
羅
、
却
将
羅
州

附
近
百
姓
、
移
入
珍
島
種
田
、
資
生
為
便
。
奏
奉
皇
旨
、
是
真
実
呵
、
耽
羅
的
元
田
地
去
者
、
那
田
地
王
百
姓
種
者
、

。
欽

依
皇
旨
施
行
。

す
な
わ
ち
、
征
東
行
省
が
元
の
枢
密
院
か
ら
う
け
た
咨
に
よ
る
と
、
さ
き
に
高
麗
国
王
の
咨
を
う
け
た
と
こ
ろ
、
高
麗
政
府
が
対

モ
ン
ゴ
ル
戦
時
に
た
て
こ
も
っ
た
江
華
島
よ
り
開
京
に
還
都
し
た
際
（
一
二
七
〇
年
）、
珍
島
の
民
も
本
土
に
う
つ
り
（
元
へ
の
帰
服

を
こ
ば
ん
だ
三
別
抄
が
一
二
七
一
年
に
珍
島
よ
り
駆
逐
さ
れ
た
際
の
こ
と
で
あ
ろ
う
）、
そ
の
後
、
空
閑
と
な
っ
た
本
島
に
耽
羅（
済

州
島
。
当
時
は
元
が
直
轄
）
の
民
を
入
植
さ
せ
た
が
、
い
ま
哈
丹
（
反
ク
ビ
ラ
イ
派
の
モ
ン
ゴ
ル
王
族
）
の
侵
攻
（
一
二
九
〇
〜
九

一
年
）
の
影
響
で
半
島
本
土
で
の
農
事
に
支
障
を
き
た
し
て
い
る
の
で
、
耽
羅
の
民
を
送
り
か
え
し
、
か
わ
り
に
羅
州
附
近
の
民
を

珍
島
に
移
住
さ
せ
た
い
と
の
要
請
が
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
こ
で
枢
密
院
は
皇
帝
に
奏
し
て
許
可
を
え
た
の
で
、
こ
れ
に
し
た
が
っ
て

施
行
せ
よ
、
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
ま
ず
高
麗
王
の
咨
が
枢
密
院
に
送
ら
れ
、
枢
密
院
が
ク
ビ
ラ
イ
の
裁
可
を
得
て
征
東

行
省
に
咨
を
送
り
、
こ
れ
を
行
省
が
都

議
使
司
に

付
を
も
っ
て
転
達
す
る
、
と
い
う
文
書
の
な
が
れ
が
み
て
と
れ
る
。

ま
た
『
高
麗
史
』
巻
三
二
・
忠
烈
王
世
家
・
二
七
（
一
三
〇
一
）
年
四
月
己
丑
に
は
、
成
宗
テ
ム
ル
皇
帝
の
詔
に
つ
づ
い
て
、
高

麗
に
も
た
ら
さ
れ
た
中
書
省
の
咨
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。

中
書
省
移
咨
曰
、
王
近
表
奏
増
置
省
官
百
姓
不
安
及
乞
不
改
祖
風
等
事
、
已
有
頒
降
詔
書
、
委
官
持
詣
本
国
開
読
。
所
有
闊
里

吉
思
等
官
具
言
国
中
不
便
数
事
、
録
連
事
目
在
前
。
都
省
議
得
、
駆
良
之
事
、
且
以
本
国
旧
俗
為
辞
、
此
猶
可
説
、
至
如
王
国

而
用
天
子
殿
庭
之
礼
、
既
臣
之
初
、
即
当
論
者
、
昔
或
不
審
、
自
今
宜
即
更
之
、
其
余
如
民

之
可
除
・
事
弊
之
応
改
者
、
宜

体
詔
旨
諭
王
之
意
、
一
一
擬
定
、
仍
令
去
使
悉
知
。
王
就
行
訖
、
備
細
咨
来
、
以
憑
聞
奏
。

牒
と
咨
の
あ
い
だ

一
一
九



当
時
征
東
行
省
の
幹
部
職
に
増
置
さ
れ
た
闊
里
吉
思
ら
元
官
人
が
報
告
し
た
高
麗
の

礼
と
弊
政
に
つ
い
て
是
正
を
指
示
す
る
内

容
だ
が
、「
王
は
た
だ
ち
に
施
行
し
お
え
、
つ
ぶ
さ
に
咨
し
て
き
た
り
、
よ
っ
て
奏
上
せ
よ
」
と
い
う
傍
線
部
の
箇
所
か
ら
、
高
麗
王

に
宛
て
た
咨
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。「
咨
来
」
は
「
咨
り
来
れ
」
と
訓
じ
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
が
、
施
行
し
お
え
た

う
え
で
相
談
せ
よ
と
い
う
の
も
不
自
然
で
あ
り
、『
元
典
章
』
所
載
文
書
に
し
ば
し
ば
み
え
る
「
咨
来
」
の
用
例
か
ら
す

56
れ
ば
、
高
麗

王
に
対
し
て
咨
に
よ
る
報
告
が
も
と
め
ら
れ
た
も
の
と
解
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
。

以
上
は
元
の
中
書
省
や
枢
密
院
に
対
す
る
咨
の
送
り
手
、ま
た
中
書
省
の
咨
の
送
付
先
が
高
麗
王
名
義
で
あ
ら
わ
れ
た
例
で
あ
る
。

こ
う
し
た
咨
の
使
用
も
高
麗
王
が
征
東
行
省
丞
相
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
と

え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
行
省
高
官
個
人
の
名

義
で
中
書
省
と
文
書
が
行
移
さ
れ
た
事
例
は
、
例
え
ば
『
元
典
章
』
巻
一
四
・
吏
部
・
案
牘
・
明
立
案
験
不
得
口
伝
言
語
に
も
、「
至

元
三
十
年
十
一
月
、
中
書
省
咨
、
近
准
江
浙
行
省
平
章
阿
老
瓦
丁
咨
呈
…
…
」
と
み
え
る
（
こ
こ
で
は
行
省
の
次
席
級
幹
部
で
あ
る

平
章
政
事
（
従
一
品
）
が
中
書
省
に
対
し
て
よ
り
丁
重
な
咨
呈
を
使
用
）。

ま
た
『
高
麗
史
』
巻
三
二
・
忠
烈
王
世
家
・
二
八
（
一
三
〇
二
）
年
の
是
歳
条
に
は
、

是
歳
、
遼
陽
省
奏
帝
、
請
併
征
東
・
遼
陽
為
一
省
、
移
司
東
京
。
王
上
表
云
、
…
…
又
上
中
書
省
書
曰
、
照
得
、
小
邦
最
係
辺

遠
重
地
、
隣
近
未
附
日
本
国
、
自
於
至
元
十
八
年
大
軍
過
海
征
進
之
後
、
至
元
二
十
年
、
欽
奉
世
祖
皇
帝
聖
旨
、
委
付
当
職
行

征
東
省
事
、
威
鎮
辺
面
、
管
領
見
設
慶
尚
道
合
浦
等
処

全
羅
道
両
処
鎮
辺
万
戸
府
、
摘
撥
本
国
軍
官
・
軍
人
、
見
於
合
浦
・

加
徳
・
東
萊
・
蔚
州
・
竹
林
・
巨
済
・
角
山
・
内
礼
梁
等
所
把
隘
口
去
処
及
耽
羅
等
処
、
分
俵
置
立
烽

、
暗
蔵
船
兵
、
日
夜
看

望
、
巡
綽
專
一
、

備
日
本
国
賊
軍
勾
当
、
到
今
不
曾
有
失
節
次
。
曾
獲
日
本
賊
人
、
移
咨
省
院
聞
奏
了
。
当
今
知
得
、
遼
陽

行
省
官
員
、
欲
要
将
遼
陽
行
省

本
国
征
東
行
省
革
罷
、
却
要
遼
陽
府
在
城
合
併
、
改
立
行
省
、
移
咨
都
省
、
定
奪
去
訖
。
為

此
参
詳
、
本
国
合
浦
等
処
辺
面
、
相
去
遼
陽
府
、
地
理
極
遠
。
耽
羅
又
比
合
浦
等
処
、
至
甚

遠
。

有
辺
面
啓
稟
緊
急
公
事
、

往
廻
遅
滞
、
切
恐
失

、
深
繫
利
害
。
今
来
若
不
啓
稟
、
慮
恐
都
省
未
知
便
否
、

若
依
准
遼
陽
行
省
所
擬
、
合
併
本
省
、
寔

牒
と
咨
の
あ
い
だ
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為
未
便
。
更
兼
照
得
、
本
省
即
係
元
奉
世
祖
皇
帝
聖
旨
立
到
。
若
蒙
准
咨
、
止
令
当
職
依
旧
行
征
東
省
事
、
専
委
威
鎮
東
方
極

辺
未
附
日
本
国
辺
面
勾
当
、
似
望
不
致
失

辺
関
事
務
。
拠
此
合
行
咨
稟
。
伏
望
、
都
省
照
詳
定
奪
、
聞
奏
施
行
。

と
い
う
中
書
省
へ
の
「
上
書
」
が
お
さ
め
ら
れ
る
。
こ
の
年
、
現
在
の
中
国
東
北
地
方
一
帯
を
管
轄
す
る
遼
陽
行
省
が
征
東
行
省
の

併
合
を
画
策
し
た
こ
と
に
対
す
る
高
麗
側
の
反
論
で
あ
り
、
征
東
行
省
が
ク
ビ
ラ
イ
の
聖
旨
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
も
の
で
、
対
日

防
備
に
実
績
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
。
朝
鮮
半
島
南
部
沿
海
か
ら
遠
く
離
れ
た
遼
陽
を
省
治
と
す
る
と
、
辺
防
に
支
障
を
き
た
す
こ
と

を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
上
書
に
つ
い
て
は
、「
王
」
の
行
為
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、
文
書
中
に
も
王
の
一
人
称
が
「
当
職
」
と
み
え
る
。

文
中
に
「
若
し
咨
を
准
す
を
蒙
れ
ば
」
と
あ
り
、
ま
た
結
び
に
も
「
合
に
咨
稟
を
行
う
べ
し
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
（
傍
線
部
）、

実
際
に
は
咨
式
文
書
だ
っ
た
公
算
が
大
き
い
。『
元
典
章
』
所
載
文
書
に
も
し
ば
し
ば
「
咨
稟
」
の
語
が
み
え
る
が
、
い
ず
れ
も
咨
を

送
っ
て
も
う
し
の
べ
る
と
い
う
意
味
に
解
し
て
さ
し
つ
か
え

57
な
い
。
少
な
く
と
も
、
文
書
中
で
「
当
職
」（
忠
烈
王
）
は
、
日
本
人
を

捕
捉
し
た
際
に
は
「
省
院
」（
中
書
省
と
枢
密
院
）
に
「
咨
を
移
」っ
て
き
た
と
の
べ
て
い
る
。

当
職
」と
い
う
王
の
一
人
称
は
、
朝
鮮
国
王
が
明
の
官
府
に
咨
を
送
る
際
に
も
用
い
ら
れ

58
る
が
、
こ
の
場
合
、
明
に
冊
封
さ
れ
た

朝
鮮
国
王
位
と
い
う
藩
職
を
さ
す
と
み
ら
れ
る
。
一
方
、
事
元
期
の
高
麗
王
の
場
合
、
元
か
ら
冊
封
さ
れ
た
高
麗
国
王
位
の
ほ
か
、

征
東
行
省
丞
相
と
い
う
官
職
を
さ
す
可
能
性
も

慮
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
上
記
の
咨
の
や
り
と
り
が
高
麗
国
王
、
征
東
行
省
丞

相
、
い
ず
れ
の
名
義
で
な
さ
れ
た
か
と
い
う
点
に
関
わ
る
が
、「
当
職
」
と
い
う
王
の
自
称
は
、
高
麗
関
係
史
料
で
は
や
は
り
元
中
書

省
と
の
や
り
と
り
の
な
か
で
ほ
か
に
一
例
、『
高
麗
史
』
巻
三
一
・
忠
烈
王
世
家
・
二
六
（
一
三
〇
〇
）
年
一
一
月
の
是
月
条
に
あ
ら

わ
れ
る
の
み
で
あ
る
。

王
上
表
曰
、
…
…
又
移
書
中
書
省
曰
、
…
…
又
曰
、
照
得
、
本
国
旧
例
、
自
来
駆
良
、
種
類
各
別
、
若
有
良
人
嫁
娶
奴
婢
者
、

其
所
生
児
女
、
倶
作
奴
婢
、
若
有
本
主
放
許
為
良
、
児
女
却
還
為
賤
。
昨
於
至
元
八
年
、
有
本
国
達
魯
花
赤
衙
門
欲
改
本
俗
体

牒
と
咨
の
あ
い
だ
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例
、
呈
奉
到
至
元
九
年
正
月
初
八
日
省
掾
周
承
行
中
書
省

付
該
、
都
省
相
度
、
合
従
高
麗
王
、
依
本
俗
施
行
。
以
此
本
国
駆

良
公
事
、
止
依
本
俗
旧
例
理
断
、
到
今
不
曾
改
例
。
今
有
征
東
省
官
欲
改
本
俗
体
例
、
為
此
已
於
今
年
六
月
、
親
赴
上
都
上
表

聞
奏
、
於
大
徳
四
年
七
月
初
八
日
、
都
省
就
喚
当
職
元
引
官
員
、
省
会
奏
過
事
内
一
件
、
奴
婢
的
勾
当
、
依
本
国
体
例
行
者
、

聖
旨
了
也
、
欽
此
。
続
准
都
省
咨
文
該
、
王
与
闊
里
吉
思
、
那
的
毎
言
語
不
帰
一
、
各
別
的
一
般
。
除
是
別
定
奪
、

生
呵
。

是
奏
呵
、
奉
聖
旨
、
冬
間
王
差
将
人
来
者
。

也
好
生
商
量
、

生
定
体
的
那
其
間
了
也
者
。
除
這
的
外
、
王
教
奏
的
言
語
、

依
着
他
的
言
語
者
。
欽
此
。
啓
請
照
験
事
。
准
此
。
照
得
、
見
准
咨
文
、
却
与
先
次
都
省
省
会
、
稍
有
不
同
。
為
此
、
今
差
官

再
行

表
進
呈
前
去
。
伏
望
、
都
省
善
為
聞
奏
、
乞
令
依
旧
省
俗
施
行
。
如
蒙
不
准
、
必
須
変
改
旧
例
、
除
已
前
年
分
已
成
婚

聘
所
生
児
女
者
止
令
依
旧
住
坐
外
、
自
今
以
後
、
諸
奴
婢
不
交
嫁
娶
招
占
良
人
為
夫
婦
、
似
不
争
競
。
然
此
、
合
行
啓
稟
。
都

省
照
詳
定
擬
、
希
明
文
廻
示
。

こ
の
元
中
書
省
に
対
す
る
忠
烈
王
の
「
書
」
は
形
式
不
明
だ
が
（
咨
の
可
能
性
も
充
分
に
あ
る
）、
前
述
し
た
増
置
征
東
行
省
官
闊

里
吉
思
に
よ
る
高
麗
奴
婢
制
度
の
改
変
案
に
反
対
を
表
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
従
前
よ
り
元
が
高
麗
の
旧
例
維
持
を
保

障
し
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
見
に
准
け
た
る
（
中
書
省
の
）
咨
文
」
は
従
来
の
裁
定
と
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
「
咨
文
」

は
大
徳
四
（
一
三
〇
〇
）
年
七
月
八
日
に
高
麗
の
奴
婢
制
度
維
持
が
皇
帝
（
成
宗
テ
ム
ル
）
の
意
志
と
し
て
し
め
さ
れ
た
後
に
「
続

い
て
准
け
た
都
省
の
咨
文
」の
こ
と
だ
が
、
そ
の
通
告
内
容
は
、
奴
婢
問
題
に
つ
い
て
忠
烈
王
と
闊
里
吉
思
の
意
見
が
異
な
る
の
で
、

中
書
省
が
再
検
討
を
奏
請
し
た
と
こ
ろ
、
高
麗
王
か
ら
人
を
送
っ
て
よ
こ
さ
せ
、
中
書
省
側
で
も
よ
く
相
談
し
規
則
を
定
め
よ
と
の

指
示
を
皇
帝
よ
り
受
け
た
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
忠
烈
王
が
話
者
と
な
る
文
章
で
あ
り
、
咨
の
受
け
手
が
実
質
的
に
同
王
で
あ
っ

た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
が
、
や
は
り
「
当
職
」
が
高
麗
国
王
と
征
東
行
省
丞
相
の
い
ず
れ
を
さ
す
か
は
判
然
と
し
な
い
。

し
か
し
当
時
の
高
麗
王
に
つ
い
て
、
そ
の
よ
う
な
区
別
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
忠
宣
王
が
即
位
に

あ
た
っ
て
「
開
府
儀
同
三
司
・
征
東
行
中
書
省
左
丞
相
・

馬
・
上
柱
国
・
高
麗
国
王
」
に
除
授
さ
れ
た
よ

59
う
に
、
元
か
ら
授
か
る

牒
と
咨
の
あ
い
だ
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爵
・
職
と
し
て
、
両
者
は
一
体
を
な
す
高
麗
の
君
主
の
属
性
で
あ
っ
た
。
在
位
途
中
か
ら
最
初
の
征
東
行
省
丞
相
と
な
っ
た
忠
烈
王

は
別
と
し
て
、
忠
宣
王
以
降
の
君
主
は
即
位
時
に
「
国
王
位
と
丞
相
職
を
一
度
に
拝
命
」（
国
王
・
丞
相
、
一
時
受

60
命
）
し
た
の
で
あ

り
、
こ
れ
ら
を
他
の
散
階
等
と
と
も
に
並
記
し
た
も
の
が
君
主
の
正
式
な
称
号
と
な
る
。
鄭
仁
卿
功
臣
教
書
（
一
二
九
〇
年
代
）
や

金
汝
孟
功
臣
教
書
（
一
二
九
二
年
）
と
い
っ
た
国
内
向
け
の
文
書
で
も
、
発
行
者
た
る
忠
烈
王
自
身
が
「
特
進
上
柱
国
・
開
府
儀
同

三
司
・
征
東
行
中
書
省
右
丞
相
・

馬
・
高
麗
国
王
」
と
記
さ

61
れ
る
。
忠
宣
王
は
中
国
で
印
出
し
た
普
寧
寺
版
の
大
蔵
経
に
よ
せ
た

識
語
（
皇
慶
元
（
一
三
一
二
）
年
九
月
）
で
も
、「
推
忠
揆
義
協
謀
佐
運
功
臣
・
開
府
儀
同
三
司
・
太
尉
・
上
柱
国
・

馬
都
尉
・
瀋

王
・
征
東
行
中
書
省
右
丞
相
・
高
麗
国
王
王
璋
」
と
自
称
し
て

62
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
属
性
が
常
態
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
高

麗
の
君
主
は
、
や
が
て
「
凡
そ
一
国
の
命
、
一
省
の
権
、
総
べ
て
之
を
専
ら
に
す
る
」
存
在
と
し
て
、「
国
王
丞
相
」
と
通
称
さ
れ
る

に
い
た

63る
。
す
な
わ
ち
、
事
実
上
「
当
職
」
に
は
つ
ね
に
征
東
行
省
丞
相
・
高
麗
国
王
の
双
方
が
含
意
さ
れ
て
い
た
と
も

え
ら
れ

る
の
で
あ

64る
。

前
述
の
ご
と
く
、
咨
の
宛
先
や
発
信
者
に
高
麗
王
の
称
を
か
か
げ
た
（
ま
た
は
そ
の
よ
う
に
み
ら
れ
る
）
事
例
は
確
認
さ
れ
る
。

高
麗
の
君
主
個
人
を
主
語
や
目
的
語
と
す
る
形
で
行
移
が
記
述
さ
れ
た
そ
の
他
の
咨
も
そ
う
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
お
も
う

が
、
そ
の
際
、
散
階
等
を
併
記
す
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
王
号
と
征
東
行
省
丞
相
の
職
名
に
関
し
て
い
え
ば
、
王
号
の
み
を
称

し
た
ケ
ー
ス
と
、
双
方
を
併
称
し
た
ケ
ー
ス
が

え
ら
れ
る
と
お
も
う
。
一
方
、
王
号
を
は
ぶ
い
て
行
省
丞
相
職
の
み
を
称
し
た
ケ
ー

ス
は
、
咨
に
つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん
、
他
の
事
例
で
も
確
認
さ
れ
ず
、
基
本
的
に
は

え
に
く
い
と
お

65
も
う
。
一
体
化
し
た
と
は
い
え
、

あ
く
ま
で
高
麗
国
王
で
あ
る
が
ゆ
え
の
行
省
丞
相
兼
任
で
あ
る
か
ら
、
前
者
が
最
も
基
本
的
な
属
性
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
征
東
行
省
常
設
化
後
の
高
麗
王
は
、
元
の
中
書
省
や
、
必
要
に
応
じ
て
そ
の
他
の
高
級
官
府
と
の
あ
い
だ
で
、
征

東
行
省
丞
相
と
し
て
の
資
格
に
も
と
づ
き
咨
を
や
り
と
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と

え
ら
れ
る
。『
高
麗
史
』
に
は
宛
先
が
明
示
さ
れ

な
い
中
書
省
の
咨
も
み
え

66
る
が
、
後
述
す
る
遣
使
記
事
の
ご
と
く
『
高
麗
史
』
や
『
高
麗
史
節
要
』
で
は
、
征
東
行
省
が
主
語
や
目

牒
と
咨
の
あ
い
だ
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的
語
に
な
る
場
合
、
そ
の
よ
う
に
明
記
し
て
高
麗
国
や
高
麗
王
と
区
別
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
か
ら
（
後
述
の
ご
と
く
例
外
も
あ

る
が
）、
こ
れ
も
高
麗
王
個
人
に
宛
て
る
咨
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
征
東
行
省
と
い
う
官
府
名
義
で
や
り
と
り
さ
れ
た
咨
も
あ
っ
た

が（
後
述
）、
そ
も
そ
も
両
国
間
に
お
け
る
咨
の
行
移
例
自
体
、
史
料
上
の
件
数
が
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
の
で
、
実
際
の
総
件
数
や

宛
先
表
記
の
傾
向
な
ど
は
何
と
も
お
し
は
か
り
が
た
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
し
後
述
す
る
筆
者
の
推
測
ど
お
り
、
明
が
元
代
の
慣

例
を
参
照
し
て
高
麗
王
に
宛
て
た
高
級
官
府
の
文
書
に
咨
を
採
用
し
た
と
す
れ
ば
、
元
代
に
お
い
て
高
麗
王
個
人
を
授
受
名
義
と
し

て
行
移
さ
れ
た
咨
は
、
相
当
の
数
と
割
合
を
占
め
た
と

え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
お
高
麗
政
府
の
官
府
に
つ
い
て
は
、そ
の
頂
点
に
た
つ
都

議
使
司
が
一
二
九
三
年
に
元
の
従
二
品
相
当
に
昇
格
し
て
い
る

67が
、

そ
の
後
も
征
東
行
省
か
ら

付
を
受
け
て
い
る

68
の
で
、
元
の
中
書
省
ク
ラ
ス
の
官
府
と
咨
を
交
わ
す
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

＊

『
高
麗
史
』
や
『
高
麗
史
節
要
』
に
は
、
一
二
八
七
年
以
降
も
元
中
書
省
か
ら
高
麗
に
送
ら
れ
た
文
書
が
咨
と
記
さ
れ
な
い
事
例
が

い
く
つ
か
み
え
る
。
こ
の
う
ち
『
高
麗
史
』
巻
三
二
・
忠
烈
王
世
家
・
二
七
（
一
三
〇
一
）
年
八
月
丙
申
と
『
高
麗
史
節
要
』
巻
二

二
・
忠
烈
王
二
七
年
八
月
に
は
、
中
書
省
よ
り
「
移
文
」
が
あ
り
、
忠
烈
・
忠
宣
王
父
子
の
離
間
を
は
か
る
金
天
錫
ら
に
対
す
る
処

罰
が
伝
え
ら
れ
た
と
あ
る
。
し
か
し
こ
の
事
件
に
つ
い
て
、『
高
麗
史
』
巻
一
二
三
・
林
貞
杞
伝
附

萱
伝
で
は
、
中
書
省
よ
り
送
ら

れ
た
文
書
が
征
東
行
省
に
対
す
る
「
咨
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
筆
者
は
、『
高
麗
史
』
や
『
高
麗
史
節
要
』
で
は
征
東
行

省
が
主
語
や
目
的
語
と
な
る
場
合
、
そ
の
よ
う
に
明
記
す
る
の
が
一
般
的
と
前
述
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
例
外
も
あ
る
の
で
あ
る
。

『
高
麗
史
』
巻
三
二
・
忠
烈
王
世
家
・
二
九
（
一
三
〇
三
）
年
一
二
月
庚
戌
に
み
え
る
、
高
麗
の
軍
糧
を
省
官
の
俸
給
に
あ
て
た
い
と

い
う
征
東
行
省
の
要
望
に
対
す
る
中
書
省
の
「
移
文
」
も
、
事
案
の
性
格
か
ら
み
て
、
実
際
に
は
高
麗
王
な
い
し
征
東
行
省
に
宛
て

た
咨
の
送
付
で
あ
っ
た
公
算
が
大
き
い
と
お
も
う
。

一
方
、
高
麗
王
の
政
治
行
為
が
つ
ね
に
征
東
行
省
丞
相
と
し
て
の
立
場
に
拘
束
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
高
麗
政
府
を
代
表
す
る

牒
と
咨
の
あ
い
だ

一
二
四



国
王
と
し
て
の
立
場
を
明
確
に
区
別
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
例
え
ば
至
元
二
九
（
一
二
九
二
）
年
一
〇
月
付
け
の
日
本
国
王
宛
て
忠

烈
王
国
書
（
冒
頭
形
式
は
〞
甲
謹
奉
書
乙
〝）

69
で
は
、
元
の

馬
・
官
人
の
文
書
に
お
け
る
冒
頭
定
型
句
の
一
つ
「
皇
帝
福

裏
」
を

用
い
る
が
、
差
出
人
を
「
特
進
上
柱
国
・
開
府
儀
同
三
司
・

馬
・
高
麗
国
王
」
と
記
し
、
行
省
丞
相
職
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。

ま
た
『
高
麗
史
』
世
家
や
『
高
麗
史
節
要
』
に
比
較
的
く
わ
し
く
記
録
さ
れ
た
忠
烈
王
代
終
盤
（
元
・
成
宗
代
）
の
元
に
対
す
る
賀

正
使
や
賀
聖
節
使
の
派
遣
記
事
を
み
る
と
、
同
一
目
的
の
遣
使
に
お
い
て
、
派
遣
主
体
を
記
さ
な
い
使
者
と
征
東
行
省
名
義
の
使
者

が
別
途
に
た
て
ら
れ
た
ケ
ー
ス
が
散
見

70
さ
れ
、
前
者
は
高
麗
政
府
を
代
表
す
る
使
者
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
後
に
活
躍
し
た

李
穀
の
『
稼
亭
集
』
巻
一
〇
所
収
の
「
太
后
賀
正
表
」
と
「
賀
正
表
」
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
「
国
行
」（
高
麗
国
が
行
う
）、「
権
省
行
」

（
行
省
代
行
が
行
う
）と
い
う
注
記
が
あ
る
。
後
者
は
行
省
丞
相
不
在
時
に
代
行
者
の
名
義
で
作
成
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
高
麗
政
府
の

賀
表
と
征
東
行
省
の
賀
表
を
別
々
に
用
意
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

高
麗
王
が
元
中
書
省
に
対
し
咨
以
外
の
書
式
を
用
い
る
場
合
が
あ
っ
た
の
も
、
あ
る
い
は
国
王
と
し
て
の
立
場
を
征
東
行
省
丞
相

と
し
て
の
立
場
と
明
確
に
区
別
し
て
の
こ
と
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
崔

『
拙
藁
千
百
』
巻
二
の
「
国
王
与
中
書
省
請
刷

流
民
書
」（
泰
定
乙
丑
（
一
三
二
五
）
年
）
を
み
る
と
、
王
個
人
（
予
）
が
話
者
と
な
っ
て
高
麗
国
（
小
国
・
本
国
・
小
邦
）
の
利
害

を
主
張
し
、
中
書
省
に
国
外
流
民
の
送
還
を
要
求
し
て
お
り
、
書
き
出
し
文
言
は
不
明
だ
が
、
結
び
は
「
不
宣
」
と
し
て
い
る
。
こ

れ
は
啓
・
致
書
な
ど
の
書
簡
形
式
に
用
い
ら
れ
る
定
型
文
言
の
一
つ
で
あ
り
、
咨
や
牒
な
ど
に
は
な
じ
ま
な
い
。
高
麗
王
は
元
中
書

省
に
対
し
て
何
ら
か
の
書
簡
文
の
形
式
を
用
い
る
場
合
も
あ
っ
た
の
で

71
あ
る
。

一
方
、
具
体
的
な
文
面
や
宛
先
は
明
示
さ
れ
な
い
が
、『
高
麗
史
』
巻
三
〇
・
忠
烈
王
世
家
・
一
五
（
一
二
八
九
）
年
八
月
壬
戌
に

は
、
中
書
省
が
高
麗
に
「
牒
」
を
送
っ
て
青
砂
甕
等
を
も
と
め
た
こ
と
、
同
巻
三
五
・
忠
粛
王
世
家
・
一
二
（
一
三
二
五
）
年
一
二

月
癸
未
に
は
、
中
書
省
が
高
麗
に
「
移
牒
」
し
て
太
祖
チ
ン
ギ
ス
以
来
の
有
功
者
の
報
告
を
も
と
め
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
「
牒
」
は
単
に
公
文
書
一
般
や
そ
の
行
移
を
意
味
す
る
だ
け
か
も
し
れ
な
い
が
、
牒
式
文
書
で
あ
っ
た
可
能
性
も
排
除
は
で

牒
と
咨
の
あ
い
だ

一
二
五



き
な
い
。
そ
の
場
合
、
中
書
省
が
征
東
行
省
に
対
し
て
牒
を
用
い
る
と
は

え
に
く
い
の
で
、
宛
先
に
は
高
麗
王
や
高
麗
政
府
の
官

府
・
官
人
な
ど
が

え
ら
れ
る
。
高
麗
王
宛
て
な
ら
ば

馬
に
対
す
る
牒
式
使
用
の
是
非
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
こ
と
に
も
な
る
が
、

た
だ
し
そ
の
実
体
は
不
明
で
あ
る
。

四

む
す
び
に
か
え
て
｜
咨
式
外
交
文
書
成
立
試
論

本
稿
の
検
討
結
果
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
る
。
元
中
書
省
か
ら
高
麗
王
に
送
ら
れ
る
文
書
は
、
少
な
く
と
も
一
二
七
〇
年
頃

か
ら
一
二
八
〇
年
ま
で
は
基
本
的
に
牒
が
用
い
ら
れ
た
と

え
ら
れ
る
。
一
二
八
〇
年
に
日
本
遠
征
の
た
め
に
忠
烈
王
が
征
東
行
省

丞
相
と
な
っ
た
こ
と
に
と
も
な
い
、
行
省
に
よ
り
は
じ
め
て
高
麗
王
に
対
し
て
咨
が
用
い
ら
れ
た
。
そ
の
後
一
二
八
七
年
に
高
麗
に

お
け
る
元
の
最
高
統
治
機
関
と
し
て
征
東
行
省
が
常
設
化
さ
れ
る
と
、
そ
の
丞
相
職
を
世
襲
的
に
兼
任
す
る
高
麗
王
に
対
し
、
元
中

書
省
が
咨
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
一
方
、
高
麗
王
か
ら
中
書
省
に
対
し
て
送
ら
れ
る
文
書
は
、
一
二
八
〇
年
以
前

に
つ
い
て
は
書
式
を
確
認
で
き
な
い
が
、
牒
も
し
く
は
何
ら
か
の
書
簡
形
式
を
用
い
た
可
能
性
が
想
定
さ
れ
る
。
高
麗
王
に
対
し
て

咨
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
高
麗
王
の
称
を
か
か
げ
た
名
義
で
中
書
省
に
咨
を
送
る
よ
う
に
な

72
る
が
、
書
簡
形
式
の
文
書
を

用
い
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
一
二
八
〇
年
以
降
に
元
中
書
省
が
高
麗
王
に
対
し
て
な
お
も
牒
を
用
い
た
可
能
性
も
完

全
に
は
排
除
で
き
な
い
が
、
実
態
は
不
明
で
あ
る
。

本
稿
で
は
史
料
的
制
約
の
た
め
、
高
麗
王
｜
元
中
書
省
間
で
行
移
さ
れ
た
文
書
の
形
式
を
必
ず
し
も
全
面
的
か
つ
明
瞭
に
指
摘
で

き
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
史
料
か
ら
看
取
さ
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
中
心
的
な
書
式
が
牒
か
ら
咨
に
う
つ
り
か
わ
っ
た
と
い

う
趨
勢
は
容
易
に
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
背
景
に
は
高
麗
王
が
征
東
行
省
丞
相
の
地
位
を
世
襲
的
に
兼
ね
、
王
爵
と
丞
相
職

が
一
体
化
し
て
国
王
丞
相
と
い
う
呼
称
が
う
ま
れ
る
に
い
た
っ
た
と
い
う
当
時
の
政
治
状
況
が
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
筆
者
は
こ
の
こ

牒
と
咨
の
あ
い
だ

一
二
六



と
が
後
世
に
大
き
な
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
す
な
わ
ち
明
代
以
降
に
お
け
る
咨
式
外
交
文
書
の
成
立
と

定
着
で
あ
る
。

高
麗
王
に
対
す
る
明
の
咨
は
、
恭
愍
王
が
事
明
を
表
明
し
た
後
、
正
式
な
冊
封
を
受
け
る
前
の
洪
武
三
（
一
三
七
〇
）
年
正
月
一

〇
日
付
け
で
発
せ
ら
れ
た
中
書
省
咨
（
崔
世
珍
『
吏
文
』
巻
二
）
が
初
度
の
も
の
で
あ
り
、
道
士
徐
師
昊
を
つ
か
わ
し
て
高
麗
の
山

川
を
祭
祀
す
る
こ
と
を
通
達
す
る
内
容
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
は
現
存
史
料
上
、
明
に
お
け
る
咨
式
外
交
文
書
の
初
見
例
と
な
る

よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
づ
く
も
の
と
し
て
は
、
安
南
国
王
・
占
城
国
王
に
対
す
る
中
書
省
咨
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
明
太
祖
実
録
』
巻
六
七
・

洪
武
四
（
一
三
七
一
）
年
七
月
辛
未
に
、
遣
使
朝
貢
し
て
安
南
国
の
侵
犯
を
訴
え
た
占
城
国
王
に
対
し
、
洪
武
帝
は
「
中
書
省
に
命

じ
て
其
の
国
王
に
移
咨
」
せ
し
め
、
そ
の
咨
の
な
か
で
「
已
に
安
南
国
王
に
咨
し
て
即
日
兵
を
罷
」
め
さ
せ
る
む
ね
が
記
さ
れ
て
い

る
。日

本
や
琉
球
に
対
す
る
咨
の
初
見
例
は
こ
れ
よ
り
お
く
れ
る
が
、
咨
式
外
交
文
書
の
存
在
が
洪
武
年
間
の
初
期
か
ら
確
認
さ
れ
、

当
初
よ
り
ひ
ろ
く
外
国
君
主
に
対
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
確
立
契
機
と
し
て
は
、
明
が
洪
武
二
（
一
三
六
九
）
年

に
周
辺
諸
国
に
対
し
て
大
々
的
に
招
諭
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
や
、『
大
明
集
礼
』
が
編
ま
れ
て
外
交
儀
礼
の
骨
格
が
完
成
し
た
こ
と
な

ど
も

え
ら
れ
よ
う
。

し
か
し
冊
封
を
う
け
た
諸
外
国
の
首
長
に
対
し
て
咨
を
用
い
る
と
い
う
従
来
存
在
し
な
い
方
式
を
採
用
し
た
理
由
は
、『
明
実
録
』

『
明
史
』
な
ど
の
史
書
、『
大
明
集
礼
』『
皇
明
制
書
』『
大
明
会
典
』
な
ど
の
政
書
、
あ
る
い
は
洪
武
帝
自
身
や
宋

と
い
っ
た
彼
の
ブ

レ
イ
ン
の
著
述
を
み
て
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
筆
者
の
管
見
に
は
い
っ
て
い
な
い
史
料
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
問
題
に
つ

い
て
は
さ
し
あ
た
り
二
つ
の
見
方
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
一
つ
は
明
の
為
政
者
が
従
来
存
在
し
な
か
っ
た
咨
の
用
法
を
独
自

の
理
屈
で
編
み
だ
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
元
代
の
先
例
を
ふ
ま
え
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
前
者
の
可
能

牒
と
咨
の
あ
い
だ

一
二
七



性
に
つ
い
て
い
ま
の
と
こ
ろ
史
料
的
な
明
証
が
必
ず
し
も
得
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
ひ
と
ま
ず
筆
者
は
、
高
麗
王
｜
元
中
書
省

間
に
お
け
る
咨
の
使
用
が
参

に
さ
れ
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
い
と
お
も
う
。

一
般
に
明
草
創
期
の
国
制
に
つ
い
て
は
、
元
制
を
大
幅
に
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

73
い
る
。
と
く
に
外
交
文
書

に
つ
い
て
は
、
元
代
以
来
の
白
話
風
語
彙
を
用
い
た
直
訳
体
漢
文
の
使
用
習
慣
ま
で
が
ね
づ
よ
く
の
こ
っ
て
い
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ

て
い

74る
。
そ
の
よ
う
な
明
が
外
交
文
書
形
式
を
策
定
す
る
際
に
、
周
辺
諸
国
の
な
か
で
も
と
り
わ
け
元
と
の
関
係
が
緊
密
で
あ
っ
た

高
麗
の
事
例
に
注
意
を
は
ら
っ
た
可
能
性
は
高
い
と
お
も
う
。
高
麗
王
｜
元
中
書
省
間
に
お
け
る
咨
式
文
書
の
使
用
は
、
本
来
高
麗

王
が
征
東
行
省
丞
相
を
兼
任
す
る
と
い
う
特
殊
な
状
況
下
に
成
立
し
た
も
の
で
、
正
確
に
は
外
交
文
書
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
、
ど

れ
だ
け
の
事
例
数
が
あ
っ
た
か
は
不
明
だ
が
、
前
述
の
ご
と
く
元
中
書
省
は
外
国
君
主
に
対
し
て
送
る
漢
文
文
書
と
し
て
は
牒
を
用

い
て
い
た
。
し
か
し
明
建
国
直
後
に
編
纂
さ
れ
た
『
元
史
』
に
お
い
て
高
麗
を
外
国
伝
の
筆
頭
に
か
か
げ
た
明
の
為
政
者
が
、
一
三

世
紀
末
以
降
の
長
期
に
わ
た
る
元
中
書
省
｜
高
麗
王
間
の
咨
の
使
用
実
績
に
着
目
し
て
、
こ
れ
を
中
国
側
の
高
級
官
府
と
冊
封
を
う

け
た
外
国
君
主
と
の
あ
い
だ
で
用
い
る
文
書
形
式
の
典
型
と
み
な
し（
あ
る
い
は
誤
解
し
）、
他
の
諸
国
と
の
外
交
に
も
一
般
化
し
て

い
っ
た
可
能
性
は
看
過
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
筆
者
は
こ
の
よ
う
に
し
て
咨
式
外
交
文
書
が
成
立
、
定
着
し
た
の
で
は

な
い
か
と
推
測
す
る
。

か
か
る
咨
の
用
法
変
化
は
一
四
世
紀
後
半
の
高
麗
で
も
異
な
る
形
で
生
じ
て
い
た
疑
い
が
あ
る
。
中
村
栄
孝
の

75
研
究
で
著
名
な
日

本
国
宛
て
の
征
東
行
省
の
咨
が
そ
れ
を
示
唆
す
る
。
一
三
六
六
年
に
来
日
し
た
高
麗
使
が
も
た
ら
し
報
恩
院
に
写
し
が
伝
わ
る
こ
の

文
書
は
、
日
本
に
対
し
て
倭
寇
禁
圧
を
も
と
め
る
内
容
で
あ
っ
た
が
、
官
府
で
あ
る
征
東
行
省
が
日
本
と
い
う
「
国
」
に
宛
て
て
咨

を
用
い
た
点
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
日
本
の
君
主
が
征
東
行
省
の
長
官
た
る
高
麗
王
と
同
格
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
も
と
づ
く
措

置
と

え
ら
れ
る
が
、
官
府
・
官
人
同
士
の
関
係
に
も
と
づ
く
咨
の
一
般
的
用
法
か
ら
は
逸
脱

76
す
る
。

一
三
七
〇
年
に
明
中
書
省
か
ら
咨
を
受
け
た
際
、
高
麗
側
が
書
式
を
問
題
視
し
た
形
跡
は
史
料
的
に
う
か
が
え
な
い
。
翌
年
に
は

牒
と
咨
の
あ
い
だ

一
二
八



さ
っ
そ
く
王
名
義
で
明
中
書
省
に
咨
を
か

77
え
し
、
以
後
連
年
の
よ
う
に
咨
が
交
わ
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
明
の
も
と
め
る
方
式
を

受
け
い
れ
た
ま
で
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
高
麗
に
お
い
て
咨
に
対
す
る
認
識
が
変
化
し
、
君
主
や
国
家
が
こ
れ
と
同
等
の
格
付

け
を
有
す
る
外
国
官
府
と
の
あ
い
だ
で
用
い
得
る
文
書
と
受
け
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
可
能
性
も

慮
さ
れ

78
よ
う
。

参

文
献

池
田
温

一
九
七
九
『
中
国
古
代
籍
帳
研
究

概
観
・
録
文
』
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所

石
井
正
敏

二
〇
〇
一
ａ
「
神
亀
四
年
、
渤
海
の
日
本
通
交
開
始
と
そ
の
事
情

第
一
回
渤
海
国
書
の
検
討
」
同
著
『
日
本
渤
海
関
係
史
の
研
究
』
吉
川

弘
文
館

石
井
正
敏

二
〇
〇
一
ｂ
「
古
代
東
ア
ジ
ア
の
外
交
と
文
書

日
本
と
新
羅
・
渤
海
の
例
を
中
心
に
」
同
著
『
日
本
渤
海
関
係
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館

岩
井
茂
樹

二
〇
〇
五
「
明
代
中
国
の
礼
制
覇
権
主
義
と
東
ア
ジ
ア
の
秩
序
」『
東
洋
文
化
』
第
八
五
号

神
田
喜
一
郎

一
九
六
九
「
八
思
巴
文
字
の
新
資
料
」
同
著
『
東
洋
学
文
献
叢
説
』
二
玄
社

北
村
秀
人

一
九
六
四
「
高
麗
に
於
け
る
征
東
行
省
に
つ
い
て
」『
朝
鮮
学
報
』
第
三
二
輯

金
文
京
・
玄
幸
子
・
佐
藤
晴
彦
（
訳
注
）・
鄭
光
（
解
説

二
〇
〇
二
『
老
乞
大

朝
鮮
中
世
の
中
国
語
会
話
読
本
』
平
凡
社

坂
上
康
俊

二
〇
〇
四
「
勅
命
下
達
文
書
の
比
較
研
究

日
本
と
中
国
の
場
合
」『
東
ア
ジ
ア
と
日
本

交
流
と
変
容
』
創
刊
号

酒
寄
雅
志

二
〇
〇
一
「
渤
海
国
中
台
省
牒
の
基
礎
的
研
究
」
同
著
『
渤
海
と
古
代
の
日
本
』
校
倉
書
房

高
橋
公
明

一
九
八
二
「
外
交
文
書
、「
書
」・「
咨
」
に
つ
い
て
」『
年
報
中
世
史
研
究
』
第
七
号

竹
内
理
三
（
編

一
九
八
二
『
鎌
倉
遺
文
』
古
文
書
編
第
二
三
巻
、
東
京
堂
出
版

田
中
謙
二

二
〇
〇
〇
「
元
典
章
文
書
の
研
究
」
同
著
『
田
中
謙
二
著
作
集
』
第
二
巻
、
汲
古
書
院

檀
上
寛

一
九
九
七
「
初
期
明
帝
国
体
制
論
」『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
11

中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
統
合
』
岩
波
書
店

辻
森
要
脩

一
九
二
九
「
南
禅
大
蔵
跋
文
蒐
録
（
四
）」『
佛
典
研
究
』
第
一
巻
第
六
号

辻
森
要
脩

一
九
三
〇
「
南
禅
大
蔵
跋
文
蒐
録
（
八
）」『
佛
典
研
究
』
第
二
巻
第
一
〇
号

内
藤
乾
吉

一
九
六
三
「
西
域
発
見
唐
代
官
文
書
の
研
究
」
同
著
『
中
国
法
制
史

証
』
有
斐
閣

牒
と
咨
の
あ
い
だ

一
二
九



中
西
朝
美

二
〇
〇
五
「
五
代
北
宋
に
お
け
る
国
書
の
形
式
に
つ
い
て

「
致
書
」
文
書
の
使
用
状
況
を
中
心
に
」『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
第
三
三
号

中
村
淳
・
松
川
節

一
九
九
三
「
新
発
現
の
蒙
漢
合
璧
少
林
寺
聖
旨
碑
」『
内
陸
ア
ジ
ア
言
語
の
研
究
』
Ⅷ

中
村
栄
孝

一
九
六
五
「『
太
平
記
』
に
見
え
る
高
麗
人
の
来
朝

武
家
政
権
外
交
接
収
の
発
端
」
同
著
『
日
鮮
関
係
史
の
研
究
』
上
、
吉
川
弘
文
館

中
村
裕
一

一
九
九
一
ａ
「
教

少
林
寺
武
徳
八
年
（
六
二
五
）
秦
王
「
教
」
を
中
心
に
」
同
著
『
唐
代
官
文
書
研
究
』
中
文
出
版
社

中
村
裕
一

一
九
九
一
ｂ
「
渤
海
国
咸
和
一
一
年
（
八
四
一
）
中
台
省
牒

古
代
東
亜
国
際
文
書
の
一
形
式
」
同
著
『
唐
代
官
文
書
研
究
』
中
文
出
版
社

中
村
裕
一

一
九
九
一
ｃ
『
唐
代
制
勅
研
究
』
汲
古
書
院

中
村
裕
一

一
九
九
六
『
唐
代
公
文
書
研
究
』
汲
古
書
院

仁
井
田
陞

一
九
三
七
『
唐
宋
法
律
文
書
の
研
究
』
東
方
文
化
学
院
東
京
研
究
所

仁
井
田
陞
（
著
）・
池
田
温
（
編
集
代
表

一
九
九
七
『
唐
令
拾
遺
補
』
東
京
大
学
出
版
会

堀
敏
一

一
九
九
八
「
渤
海
・
日
本
間
の
国
書
を
め
ぐ
っ
て
」
同
著
『
東
ア
ジ
ア
の
な
か
の
古
代
日
本
』
研
文
出
版

松
川
節

一
九
九
五
「
大
元
ウ
ル
ス
命
令
文
の
書
式
」『
待
兼
山
論
叢
（
史
学
篇
）』
第
二
九
号

宮
紀
子

二
〇
〇
六
ａ
「
モ
ン
ゴ
ル
が
遺
し
た
「
翻
訳
」
言
語

旧
本
『
老
乞
大
』
の
発
見
に
よ
せ
て
」
同
著
『
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
出
版
文
化
』
名
古
屋

大
学
出
版
会

宮
紀
子

二
〇
〇
六
ｂ
「
程
復
心
『
四
書
章
図
』
出
版
始
末

大
元
ウ
ル
ス
治
下
に
お
け
る
江
南
文
人
の
保
挙
」
同
著
『
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
出
版
文
化
』

名
古
屋
大
学
出
版
会

宮
崎
市
定

一
九
九
二
ａ
「
宋
元
時
代
の
法
制
と
裁
判
機
構

元
典
章
成
立
の
時
代
的
・
社
会
的
背
景
」
同
著
『
宮
崎
市
定
全
集
11

宋
元
』
岩
波
書

店

宮
崎
市
定

一
九
九
二
ｂ
「
洪
武
か
ら
永
楽
へ

初
期
明
朝
政
権
の
性
格
」
同
著
『
宮
崎
市
定
全
集
13

明
清
』
岩
波
書
店

森
平
雅
彦

一
九
九
八
ａ
「

馬
高
麗
国
王
の
成
立

元
朝
に
お
け
る
高
麗
王
の
地
位
に
つ
い
て
の
予
備
的

察
」『
東
洋
学
報
』
第
七
九
巻
第
四
号

森
平
雅
彦

一
九
九
八
ｂ
「
高
麗
王
位
下
の
基
礎
的

察

大
元
ウ
ル
ス
の
一
分
権
勢
力
と
し
て
の
高
麗
王
家
」『
朝
鮮
史
研
究
会
論
文
集
』
第
三
六
集

森
平
雅
彦

二
〇
〇
四
「『
賓
王
録
』
に
み
る
至
元
十
年
の
遣
元
高
麗
使
」『
東
洋
史
研
究
』
第
六
三
巻
第
二
号

山
根
幸
夫

一
九
六
五
「
明
太
祖
政
権
の
確
立
期
に
つ
い
て

制
度
史
的
側
面
よ
り
み
た
」『
史
論
』
第
一
三
集

吉
川
真
司

一
九
九
八
「
奈
良
時
代
の
宣
」
同
著
『
律
令
官
僚
制
の
研
究
』

書
房

牒
と
咨
の
あ
い
だ

一
三
〇



高

一
九
七
〇
「
麗
代

征
東
行
省

研
究
」
同
著
『
東
亜
交
渉
史

研
究
』

大
学
校
出
版
部

ほ
か

二
〇
〇
〇
『
韓
国
古
代
中
世
古
文
書
研
究
』
上
・
下
、

張
東
翼

一
九
九
四
「
征
東
行
省

置

運
営

実
態
」
同
著
『
高
麗
後
期
外
交
史
研
究
』
一
潮
閣

張
東
翼

二
〇
〇
四
『
日
本
古
中
世
高
麗
資
料
研
究
』

張
東
翼

二
〇
〇
五
「
一
二
六
九
年
「
大
蒙
古
国
」
中
書
省
の
牒
と
日
本
側
の
対
応
」『
史
学
雑
誌
』
第
一
一
四
編
第
八
号

趙
和
平

一
九
九
三
『
敦
煌
写
本
書
儀
研
究
』
新
文
豊
出
版
公
司

注１

高
橋
一
九
八
二
、
八
二
〜
八
四
頁
。
岩
井
二
〇
〇
五
、
一
四
二
〜
一
四
三
頁
。

２

宮
二
〇
〇
六
ａ
、
二
〇
三
〜
二
〇
七
頁
。

３

堀
一
九
九
八
、
二
四
三
〜
二
四
六
頁
。

４

堀
一
九
九
八
、
二
四
六
〜
二
四
八
頁
。
石
井
二
〇
〇
一
ａ
。
石
井
二
〇
〇
一
ｂ
、
五
五
二
〜
五
五
三
頁
。

５

北
宋
・
強
至
の
『
祠
部
集
』
巻
二
八
に
、「
代
史
館
王
相
公
答
高
麗
王
王
徽
書
」、
お
よ
び
「
又
代
参
政

諫
議
答
高
麗
王
書
」
が
収
め
ら
れ
る
。

６

事
元
期
以
前
の
高
麗
の
国
制
で
は
、
君
主
を
天
子
・
皇
帝
に
擬
し
た
内
容
を
多
く
採
用
し
、
実
際
に
君
主
が
「
天
子
」「
皇
帝
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
も

あ
っ
た
。
ま
た
国
家
的
祭
礼
の
ひ
と
つ
で
あ
る
八
関
会
で
は
、
宋
の
商
客
・
女
真
人
・
耽
羅
人
・
日
本
人
な
ど
異
域
か
ら
の
参
列
者
が
、
高
麗
の
王
化

に
浴
す
る
朝
貢
者
と
し
て
あ
つ
か
わ
れ
、
王
権
の
荘
厳
を
た
か
め
て
い
た
。

７

大
元
と
い
う
国
号
は
一
二
七
一
年
に
制
定
さ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
便
宜
的
に
ク
ビ
ラ
イ
政
権
発
足
の
時
点
か
ら
こ
れ
を
元
と
指
称
す
る
。

８

森
平
二
〇
〇
四
、
六
二
頁
。

９

坂
上
二
〇
〇
四
、
五
七
〜
五
八
頁
。

10

田
中
二
〇
〇
〇
、
三
七
九
〜
三
八
二
頁
。

11

宮
崎
一
九
九
二
ａ
、
二
二
八
〜
二
三
九
頁

12

神
田
一
九
六
九
。

13

た
だ
し
明
徴
を
欠
く
と
は
い
え
、
一
二
七
〇
年
以
前
に
元
中
書
省
が
高
麗
王
に
文
書
を
送
っ
た
例
が
皆
無
で
あ
る
か
ど
う
か
は
慎
重
に
判
断
さ
れ
な

牒
と
咨
の
あ
い
だ

一
三
一



く
て
は
な
ら
な
い
。

14

森
平
一
九
九
八
ａ
、
一
八
〜
二
〇
頁
。

15

森
平
一
九
九
八
ａ
、
二
〇
〜
二
三
頁
。
ま
た
森
平
一
九
九
八
ｂ
参
照
。

16

張
二
〇
〇
四
、
二
〇
二
〜
二
〇
五
頁
。
張
二
〇
〇
五
。

17

闕
字
を
ほ
ど
こ
さ
な
い
「
貴
国
」
も
一
ヶ
所
あ
る
が
、
張
東
翼
の
録
文
で
は
平
出
に
処
理
し
て
い
る
。

18

内
閣
文
庫
蔵
『
両
国
書
簡
』
に
も
本
文
書
の
写
し
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
が
（
榎
本
渉
の
教
示
に
よ
る
）、
文
書
の
体
裁
は
さ
ら
に
大
き
く
変
更
さ
れ

て
お
り
、
ま
た
文
字
の
明
ら
か
な
誤
写
も
多
い
。

19

中
村
裕
一
一
九
九
一
ｂ
。
石
井
二
〇
〇
一
ｂ
、
五
五
七
〜
五
五
九
頁
。
酒
寄
二
〇
〇
一
。

20

本
文
書
に
つ
い
て
は
張
二
〇
〇
四
、
二
〇
六
〜
二
〇
七
頁
お
よ
び
張
二
〇
〇
五
、
六
五
〜
六
六
頁
の
紹
介
も
参
照
の
こ
と
。

21

な
お
『
異
国
出
契
』
所
載
の
文
書
録
文
は
、
張
二
〇
〇
四
、
二
七
八
〜
二
八
一
頁
お
よ
び
張
二
〇
〇
五
、
六
九
〜
七
一
頁
の
新
紹
介
で
あ
る
。

22

『
大
金
弔
伐
録
校
補
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
一
年
）「
牒
南
宋
宣
撫
司
問
罪
」（
九
六
〜
九
七
頁
）、「
元
帥
府
与
宋
三
省
枢
密
院
」（
二
一
八
〜
二
一
九

頁
）、「
元
帥
府
再
与
宋
三
省
枢
密
院
牒
」（
二
二
三
〜
二
二
五
頁
）、「
都
部
署
司
回
牒
」（
二
七
〇
頁
）。

23

前
掲
『
大
金
弔
伐
録
校
補
』「
宋
宣
撫
司
牒
」（
二
六
四
〜
二
六
五
頁
）。

24

例
え
ば
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。『
高
麗
史
』
巻
六
・
靖
宗
世
家
・
元
（
一
〇
三
五
）
年
五
月
甲
辰
「
契
丹
来
遠
城
使
検
校
右
散
騎
常
侍
安
署
牒

興
化
鎮
」、
同
六
月
是
月
「
寧
徳
鎮
廻
牒
契
丹
来
遠
城
」、
同
巻
一
一
・
粛
宗
世
家
・
二
（
一
〇
九
七
）
年
三
月
庚
申
「
移
牒
遼
東
京
兵
馬
都
部
署
」、
同

巻
一
三
・
睿
宗
世
家
・
九
（
一
一
一
四
）
年
一
〇
月
是
月
「
遼
東
京
兵
馬
都
部
署
司
牒
」、
同
巻
一
九
・
毅
宗
世
家
・
二
四
（
一
一
七
〇
）
年
閏
五
月
丙

申
「
王
孫
生
、
王
喜
欲
遣
使
告
于
金
、
即
命
同
文
院
移
牒
」、
同
・
明
宗
世
家
・
二
（
一
一
七
二
）
年
一
二
月
壬
寅
「
金
移
牒
、
問
王
生
日
」、『
遼
史
』

巻
二
八
・
天
祚
帝
本
紀
・
天
慶
八
（
一
一
一
八
）
年
六
月
丁
卯
「
遣
奴
哥
等
、
齎
宋
・
夏
・
高
麗
書
・
詔
・
表
・
牒
至
金
」、『
金
史
』
巻
一
〇
・
章
宗

本
紀
・
承
安
二
（
一
一
九
七
）
年
一
〇
月
庚
辰
「
尚
書
省
奏
、
高
麗
国
牒
報
…
…
」、
同
巻
一
三
五
・
高
麗
伝
「
宣
宗
即
位
、
辺
吏
奏
、
高
麗
牒
称
…
…
」。

こ
う
し
た
事
例
に
は
「
牒
」
の
行
移
が
官
府
・
官
人
レ
ベ
ル
で
行
わ
れ
た
こ
と
を
明
示
す
る
も
の
も
多
い
。

25

中
村
・
松
川
一
九
九
三
、
一
五
〜
二
二
頁
。
ま
た
松
川
一
九
九
五
参
照
。

26

中
村
裕
一
一
九
九
六
、
二
〇
八
〜
二
〇
九
頁
。
仁
井
田
・
池
田
一
九
九
七
、
一
二
五
五
〜
一
二
五
八
頁
。

27

『
中
堂
事
記
』に
よ
る
と
、
同
年
五
月
八
日
の
段
階
で
、
交
渉
窓
口
の
ラ
ン
ク
を
さ
げ
、
元
側
の
経
略
司
か
ら
宋
の
淮
東
制
司
に
牒
を
送
る
こ
と
に
方

牒
と
咨
の
あ
い
だ

一
三
二



針
が
変
更
さ
れ
た
と
い
う
。『
秋
澗
先
生
大
全
文
集
』
巻
六
七
に
お
さ
め
る
「
中
書
省
牒
宋
三
省
文
」
は
、
題
名
が
不
正
確
で
あ
り
、
実
際
に
は
方
針
変

更
後
の
経
略
司
牒
の
録
文
と
み
ら
れ
る
。

28

宮
二
〇
〇
六
ｂ
、
三
三
一
・
三
五
〇
〜
三
五
二
頁
。

29

内
藤
一
九
六
三
、
第
一
〜
三
節
。
池
田
一
九
七
九
、
三
六
五
・
三
六
七
〜
三
六
八
・
四
七
八
頁
。
中
村
裕
一
一
九
九
六
、
六
〇
七
〜
六
一
二
頁
。
吉

川
一
九
九
八
、
一
九
八
〜
二
〇
一
頁
、
な
ど
を
参
照
。

30

仁
井
田
・
池
田
一
九
九
七
、
七
三
七
〜
七
三
九
頁
。
な
お
仁
井
田
一
九
三
七
、
八
三
〇
〜
八
三
八
頁
、
お
よ
び
中
村
裕
一
一
九
九
一
ａ
を
参
照
。

31

咨
報
に
関
す
る
説
明
は
、
陸
游
『
老
学
庵
筆
記
』
巻
七
や
、
趙
昇
『
朝
野
類
要
』
巻
四
・
諮
報
な
ど
に
も
み
え
る
。

32

本
書
と
そ
の
録
文
に
つ
い
て
は
趙
一
九
九
三
、
一
六
七
〜
二
四
一
頁
参
照
。

33

『
大
金
弔
伐
録
校
補
』（
前
掲
）所
載
例
の
一
部
と
し
て
、「
宋
主
与
左
副
元
帥
書
」（
一
六
五
〜
一
六
六
頁
）、「
左
副
元
帥
回
書
」（
二
三
八
〜
二
三
九

頁
）、「
楚
主
与
行
府
書
」（
四
四
一
頁
）、「
行
府
与
楚
書
」（
四
五
五
頁
）
な
ど
が
あ
る
。
な
お
本
書
に
よ
る
と
、
最
初
期
の
段
階
で
は
、
致
書
形
式
と

は
異
な
り
、
金
の
将
帥
が
「
某
謹
上
書
于
大
宋
皇
帝
闕
下
」、
宋
皇
帝
が
「
大
宋
皇
帝
致
問
某
」
と
い
っ
た
冒
頭
句
の
書
式
を
用
い
る
こ
と
も
あ
っ
た
（
例

え
ば
「
宋
少
主
与
左
副
元
帥
府
報
和
書
」（
一
五
〇
〜
一
五
一
頁
）、「
回
謝
書
」（
一
五
三
頁
）
な
ど
）。

34

中
村
裕
一
一
九
九
一
ｃ
、
二
九
九
〜
三
三
〇
頁
。
中
村
裕
一
一
九
九
六
、
一
五
三
〜
一
六
二
頁
。
中
西
二
〇
〇
四
。

35

『
元
典
章
』
巻
二
二
・
戸
部
・
洞
冶
・
民
戸
淘

金
課
の
至
元
二
（
一
二
六
五
）
年
二
月
付
け
文
書
に
も
御
史
台
宛
て
の
行
台
の
咨
と
行
省
宛
て
の
中

書
省
の
咨
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
で
の
議
論
は
一
二
七
五
年
に
南
宋
か
ら
奪
取
し
た
建
康
路
（『
元
史
』
巻
八
・
世
祖
本
紀
・
至
元
一
二

（
一
二
七
五
）
年
二
月
庚
午
）
の
統
治
に
関
わ
る
内
容
で
あ
る
か
ら
、
文
書
の
年
次
表
示
に
は
誤
り
が
あ
る
ら
し
い
。

36

『
経
世
大
典
』
站
赤
・
至
元
一
五
年
六
月
一
五
日
に
「
承
旨
火
魯
火
孫
等
奏
、
甘
州
宣
慰
司
呈
、
敬
奉
只
必
帖
木
児
王
令
旨
…
…
」（『
永
楽
大
典
』
巻

一
九
四
一
七
）、
大
徳
五
年
九
月
に
「
通
政
院
敬
奉
晋
王
令
旨
…
…
」（『
永
楽
大
典
』
巻
一
九
四
一
九
）、
至
元
二
〇
年
一
〇
月
に
「
江
浙
省
敬
奉
也
不

干
大
王
令
旨
節
該
…
…
」（『
永
楽
大
典
』
巻
一
九
四
二
五
）
な
ど
と
あ
る
。

37

田
中
二
〇
〇
〇
、
三
七
二
頁
。

38

『
経
世
大
典
』
站
赤
・
大
徳
二
年
二
月
に
「
中
書
省
準
陝
西
省
咨
、
王
相
府
咨
、
啓
準
安
西
王
令
旨
…
…
」
と
あ
る
（『
永
楽
大
典
』
巻
一
九
四
一
九
）。

39

例
え
ば
『
元
典
章
』
巻
九
・
吏
部
・
場
務
官
・
塩
管
勾
減
資
な
ど
。

40

『
高
麗
史
』
巻
二
九
・
忠
烈
王
世
家
・
六
（
一
二
八
〇
）
年
八
月
乙
未
。

牒
と
咨
の
あ
い
だ

一
三
三



41

『
高
麗
史
』
巻
二
九
・
忠
烈
王
世
家
・
六
（
一
二
八
〇
）
年
一
二
月
辛
卯
。

42

『
高
麗
史
』
巻
二
九
・
忠
烈
王
世
家
・
七
（
一
二
八
一
）
年
三
月
乙
卯
。

43

『
元
史
』
巻
一
一
・
世
祖
本
紀
・
至
元
一
七
（
一
二
八
〇
）
年
八
月
戊
戌
。
な
お
こ
の
と
き
の
征
東
行
省
の
沿
革
に
つ
い
て
は
張
一
九
九
四
、
一
四
〜
二

三
頁
を
参
照
。

44

『
高
麗
史
』
巻
二
九
・
忠
烈
王
世
家
・
六
（
一
二
八
〇
）
年
一
〇
月
丁
酉
。

45

『
高
麗
史
』
巻
二
九
・
忠
烈
王
世
家
・
六
（
一
二
八
〇
）
年
一
〇
月
是
月
。

46

『
元
史
』
巻
一
一
・
世
祖
本
紀
・
至
元
一
七
（
一
二
八
〇
）
年
一
〇
月
癸
酉
。
同
書
巻
二
〇
八
・
高
麗
伝
・
至
元
一
七
年
一
〇
月
。

47

第
二
次
日
本
遠
征
の
司
令
部
は
、
東
路
軍
を
指
揮
す
る
征
東
行
省
と
、
江
南
軍
を
指
揮
す
る
征
日
本
行
省
に
わ
か
れ
て
い
た
こ
と
が
、
張
東
翼
に
よ
っ

て
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
張
一
九
九
四
、
一
四
〜
二
三
頁
）。

48

『
高
麗
史
』
世
家
な
ど
に
よ
り
高
麗
開
京
〜
元
大
都
・
上
都
間
の
移
動
に
要
す
る
日
数
を
み
る
と
、
片
道
約
一
月
が
標
準
的
で
あ
っ
た
が
（
な
お
金
・

玄
・
佐
藤
・
鄭
二
〇
〇
二
、
三
五
五
〜
三
五
六
頁
、
森
平
二
〇
〇
四
、
六
八
〜
七
〇
頁
を
参
照
）、
高
麗
王
の
一
行
が
わ
ず
か
半
月
ほ
ど
で
踏
破
し
た
ケ
ー

ス
も
あ
る
（『
高
麗
史
』
巻
二
九
・
忠
烈
王
世
家
・
五
（
一
二
七
九
）
年
正
月
庚
午
・
二
月
丁
亥
、
六
年
八
月
辛
未
・
辛
卯
）。

49

『
元
典
章
』
巻
五
一
・
刑
部
・
獲
盗
・
民
義
依
例
給
賞
に
「
湖
広
行
尚
書
省
左
丞

付
、
准
本
省
咨
該
…
…
」
と
あ
る
。

50

『
廟
学
典
礼
』
巻
二
・
文
廟
禁
約
搔
擾
に
「
行
省
先
准
本
省
教
化
右
丞
咨
…
…
」
と
あ
る
。

51

『
高
麗
史
』
巻
二
九
・
忠
烈
王
世
家
・
七
（
一
二
八
一
）
年
正
月
乙
丑
。

52

『
元
史
』
巻
一
一
・
世
祖
本
紀
・
至
元
一
八
（
一
二
八
一
）
年
二
月
辛
未
。

53

張
一
九
九
四
、
二
三
〜
二
七
頁
。
な
お
一
二
八
五
年
一
〇
月
〜
一
二
八
六
年
正
月
頃
に
も
征
東
行
省
が
復
設
さ
れ
た
が
、
こ
の
と
き
は
中
国
江
南
方

面
の
み
で
組
織
さ
れ
、
高
麗
は
直
接
関
与
し
て
い
な
い
（
同
二
七
〜
三
二
頁
）。

54

『
高
麗
史
』
巻
三
〇
・
忠
烈
王
世
家
・
一
一
（
一
二
八
五
）
年
一
二
月
丁
卯
。

55

常
設
化
さ
れ
た
征
東
行
省
の
沿
革
は
北
村
一
九
六
四
、
高
一
九
七
〇
、
張
一
九
九
四
を
参
照
。

56

一
例
を
あ
げ
る
と
、『
元
典
章
』
巻
四
・
朝
綱
・
政
紀
・
外
省
不
許
泛
濫
咨
稟
に
ひ
く
大
徳
九
（
一
三
〇
五
）
年
七
月
に
湖
広
行
省
が
う
け
た
中
書
省

の
咨
で
は
、
行
省
が
些
細
な
事
柄
で
も
咨
を
送
付
し
て
く
る
繁
雑
さ
を
指
摘
し
て
、
今
後
は
「
咨
し
て
も
う
し
の
べ
る
べ
き
も
の
は
、
議
擬
し
た
う
え

で
咨
し
て
く
る
よ
う
に
」（
合
咨
稟
者
、
議
擬
咨
来
）
と
の
べ
て
い
る
。

牒
と
咨
の
あ
い
だ

一
三
四



57

一
例
に
つ
い
て
は
前
注
を
参
照
。
咨
稟
と
は
一
般
的
な
言
上
の
意
味
に
も
と
り
う
る
が
、
こ
の
忠
烈
王
文
書
で
は
、
そ
の
よ
う
に
の
べ
る
際
に
「
啓

稟
」
を
用
い
て
い
る
。
な
お
『
元
典
章
』
巻
一
七
・
戸
部
・
承
継
・
妻
姪
承
継
以
籍
為
定
、
お
よ
び
同
巻
二
五
・
戸
部
・
減
差
・
納
綿
戸
雑
泛
に
も
「
啓

稟
」
の
用
例
が
み
え
る
が
、
こ
の
場
合
の
「
啓
」
は
皇
太
后
や
皇
太
子
に
対
す
る
言
上
を
意
味
す
る
術
語
で
あ
る
。

58

例
え
ば
『
朝
鮮
太
祖
実
録
』
巻
一
〇
・
五
（
一
三
九
六
）
年
一
一
月
丁
丑
、『
朝
鮮
太
宗
実
録
』
巻
一
八
・
九
（
一
四
〇
九
）
年
一
一
月
戊
寅
な
ど
。

59

『
高
麗
史
』
巻
三
一
・
忠
烈
王
世
家
・
二
四
（
一
二
九
八
）
年
正
月
甲
辰
。

60

『
高
麗
史
』
巻
一
一
〇
・
李
斉
賢
伝
。

61

ほ
か
二
〇
〇
〇
、
下
、
図
版
六
・
七
頁
を
参
照
。

62

辻
森
一
九
二
九
、
一
二
頁
。
辻
森
一
九
三
〇
、
一
一
頁
。

63

『
稼
亭
集
』
巻
九
・
送
掲
理
問
序
。
同
・
送
白
雲
賓
還
都
序
に
も
「
国
王
丞
相
」
の
称
が
あ
ら
わ
れ
る
。

64

高
麗
王
の
お
か
れ
た
状
況
が
、
高
麗
国
と
征
東
行
省
の
ど
ち
ら
の
立
場
に
対
応
す
る
も
の
か
、
と
き
に
ま
ぎ
ら
わ
し
く
な
る
の
も
そ
の
た
め
で
は
あ

る
ま
い
か
。『
高
麗
史
』
巻
三
二
・
忠
烈
王
世
家
・
二
七
（
一
三
〇
一
）
年
五
月
庚
辰
に
よ
る
と
、
こ
の
と
き
忠
烈
王
は
、
高
麗
国
の
利
害
を
代
表
し
て

元
の
耽
羅
直
轄
化
に
反
対
す
る
上
表
文
を
提
出
し
た
。
と
こ
ろ
が
元
は
こ
れ
を
征
東
行
省
の
意
向
と
し
て
処
理
し
、
中
書
省
の
咨
を
も
っ
て
回
答
し
た
。

ま
た
前
掲
し
た
奴
婢
制
度
改
変
問
題
に
関
す
る
忠
烈
王
の
上
書
で
も
、
当
初
「
本
国
旧
例
」
と
呼
ん
だ
高
麗
伝
統
の
習
俗
を
、
別
の
箇
所
で
は
「
旧
省

俗
」
と
よ
ん
で
い
る
。

65

例
外
的
に
忠
宣
王
は
復
位
直
前
の
段
階
で
行
省
丞
相
に
任
じ
ら
れ
た
が
（『
高
麗
史
』
巻
三
三
・
忠
烈
王
三
四
（
一
三
〇
八
）
年
五
月
戊
寅
）、
こ
れ

は
一
二
九
八
年
の
即
位
後
ほ
ど
な
く
廃
さ
れ
た
同
王
が
、
一
三
〇
七
年
に
父
忠
烈
王
か
ら
実
権
を
う
ば
い
と
っ
た
状
況
下
で
の
出
来
事
で
あ
る
。
ま
た

こ
の
叙
任
は
忠
宣
王
に
対
す
る
瀋
陽
王
位
の
授
与
と
並
行
す
る
も
の
で（
む
し
ろ
王
位
の
授
与
が
メ
イ
ン
と
い
え
る
）、
王
爵
を
は
ぶ
い
て
丞
相
職
の
み

を
単
称
し
た
ケ
ー
ス
は
や
は
り
確
認
で
き
な
い
。

66

『
高
麗
史
』
巻
三
七
・
忠
穆
王
世
家
・
四
（
一
三
四
八
）
年
正
月
乙
未
。

67

『
高
麗
史
』
巻
三
〇
・
忠
烈
王
世
家
・
一
九
（
一
二
九
三
）
年
三
月
乙
酉
。

68

前
掲
『
高
麗
史
』
巻
三
〇
・
忠
烈
王
世
家
・
一
九
（
一
二
九
三
）
年
七
月
甲
戌
。

69

竹
内
一
九
八
二
、
二
九
八
〜
三
九
九
頁
。

70

『
高
麗
史
』
巻
三
一
・
忠
烈
王
世
家
・
二
一
（
一
二
九
五
）
年
七
月
己
亥
・
八
月
甲
辰
・
一
二
月
壬
寅
、
二
二
（
一
二
九
六
）
年
七
月
乙
未
・
八
月
己

牒
と
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の
あ
い
だ
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亥
、
二
三
（
一
二
九
七
）
年
七
月
丙
戌
・
八
月
辛
卯
・
一
二
月
戊
午
・
閏
一
二
月
、
二
四
（
一
二
九
八
）
年
一
二
月
丙
辰
・
戊
午
、
二
六
（
一
三
〇
〇
）

年
一
一
月
丙
寅
・
一
二
月
甲
戌
、
同
書
巻
三
二
・
忠
烈
王
世
家
・
二
七
（
一
三
〇
一
）
年
一
一
月
戊
午
、
二
九
（
一
三
〇
三
）
年
七
月
辛
巳
・
八
月
己

丑
、
三
二
（
一
三
〇
六
）
年
七
月
己
卯
・
八
月
己
亥
、『
高
麗
史
節
要
』
巻
二
一
・
忠
烈
王
二
一
年
七
月
・
八
月
・
一
二
月
、
同
書
巻
二
二
・
忠
烈
王
二

四
年
八
月
・
一
二
月
、
同
二
六
年
一
一
月
・
一
二
月
、
同
二
九
年
七
月
・
八
月
、
同
書
巻
二
三
・
忠
烈
王
三
二
年
七
月
・
八
月
。

71

同
じ
く
崔

『
拙
藁
千
百
』
巻
二
に
お
さ
め
る
「
又
謝
不
立
行
省
書
」
と
「
与
翰
林
院
為
太
尉
王
請
諡
書
」
も
、
高
麗
王
が
そ
れ
ぞ
れ
元
の
中
書
省

と
翰
林
院
に
宛
て
た
文
書
で
あ
っ
た
公
算
が
大
き
い
と
お
も
う
が
、
や
は
り
結
語
に
「
不
宣
」
を
用
い
て
い
る
（
冒
頭
不
明
）。

72

な
お
、
中
書
省
以
外
に
枢
密
院
と
も
咨
を
や
り
と
り
し
た
こ
と
は
、
本
文
中
で
言
及
し
た
。

73

山
根
一
九
六
二
、
宮
崎
一
九
九
二
、
檀
上
一
九
九
七
。

74

宮
二
〇
〇
六
ａ
、
二
一
一
〜
二
二
八
頁
。

75

中
村
栄
孝
一
九
六
五
。

76

高
麗
は

王
元
（
一
三
七
五
）
年
に
羅
興
儒
を
日
本
に
派
遣
し
た
際
に
も
（『
高
麗
史
』
巻
一
三
三
・
辛

伝
・
元
年
二
月
）、「
咨
を
齎
」
し
て
い
る

（
同
・
三
年
六
月
）。
そ
の
発
信
名
義
と
宛
先
は
不
明
だ
が
、
本
来
咨
の
使
用
対
象
と
な
ら
な
い
は
ず
の
日
本
に
対
し
て
こ
れ
を
用
い
た
点
は
同
じ
で
あ

る
。

77

『
高
麗
史
』
巻
四
三
・
恭
愍
王
世
家
・
二
〇
（
一
三
七
一
）
年
一
一
月
乙
亥
。

78

後
代
、
琉
球
中
山
王
が
朝
鮮
国
宛
て
に
咨
を
送
っ
た
際
、
朝
鮮
側
で
は
官
府
に
対
す
る
文
書
の
よ
う
で
あ
る
と
し
て
こ
れ
を
忌
避
し
、
返
書
に
は〞
甲

奉
書
乙
〝
と
記
す
書
契
を
用
い
る
こ
と
と
し
た
（『
朝
鮮
世
宗
実
録
』
巻
五
四
・
一
三
（
一
四
三
一
）
年
一
一
月
丙
子
）。
国
王
が
明
の
官
府
と
咨
を
や

り
と
り
す
る
朝
鮮
政
府
が
、
君
主
・
王
朝
同
士
で
は
咨
の
使
用
を
忌
避
し
た
点
が
注
目
さ
れ
る
。

（
補
注
）
本
牒
は
宋
商
孫
忠
に
関
係
し
て
越
前
に
も
た
ら
さ
れ
た
文
書
（『
扶
桑
略
記
』
第
三
〇
・
承
暦
四
年
閏
八
月
三
〇
日
、『
帥
記
』
承
暦
四
年
閏
八
月
二

六
日
な
ど
）
に
相
当
す
る
が
、『
善
隣
国
寶
記
』
巻
上
に
「
元
豊
三
（
一
〇
八
〇
）
年
、
宋
人
孫
忠
所
献
牒
曰
、
大
宋
国
明
州
牒
日
本
国
」
と
あ
る
の
も

同
じ
牒
に
関
す
る
言
及
と
み
ら
れ
る
。
た
だ
し
『
善
隣
国
寶
記
』
が
そ
の
宛
先
を
「
日
本
国
」
と
し
て
い
る
の
は
、
単
純
な
誤
記
で
な
け
れ
ば
、
翌
一

〇
八
一
年
に
孫
忠
に
関
し
て
新
た
に
も
た
ら
さ
れ
た
明
州
の
牒
（
後
述
）
と
の
混
同
で
あ
ろ
う
。
一
〇
八
一
年
の
牒
に
つ
い
て
は
「
本
国
」（
日
本
国
）

に
直
接
宛
て
た
文
書
で
あ
る
こ
と
が
日
本
側
で
問
題
視
さ
れ
た
の
に
対
し
（『
水
左
記
』
承
暦
五
年
一
〇
月
二
九
日
）、
前
年
の
来
牒
を
め
ぐ
っ
て
は
か

か
る
動
き
が
お
こ
っ
て
い
な
い
こ
と
も
、
こ
れ
を
傍
証
す
る
。
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の
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【
付
記
】
本
稿
は
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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